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李

鴻

一章

|
|
北
洋
艦
隊
の
建
設
遁
程
を
中
心
に

lー

と

戸

部

は

じ

め

に

一

李
鴻
章
の
直
毅
総
督
就
任

付
海
関
枚
入
を
め
ぐ
る
戸
部
と
李
鴻
章
の
封
立

回
海
防
建
設
の
開
始

ニ

李
鴻
章
の
権
限
媛
大
と
北
洋
艦
隊
建
設
の
前
進

付
李
鴻
章
へ
の
権
限
委
譲

同
鍛
甲
艦
購
入
の
貧
現

三

李
鴻
葦
へ
の
財
政
統
制
の
強
化

村
清
傍
戟
争
期
に
お
け
る
軍
旗

ω
清
併
戟
争
後
に
お
け
る
軍
縮

同
海
軍
街
門
の
創
設
を
め
ぐ
っ
て

四

戸

部
に
よ
る
部
駁
と
李
鴻
章
の
覆
奏

お

わ

に

は

りじ

め

細

見

末日

日ム

-111ー

本
稿
は
、
清
朝
末
期
に
お
け
る
北
洋
艦
隊
の
建
設
過
程
に
つ
い
て
、
清
朝
中
央
と
地
方
の
政
府
開
関
係
を
基
軸
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
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で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
従
来
ま
で
、
各
地
域
聞
に
横
た
わ
る
水
卒
的
な
競
合
関
係
や
利
害
封
立
に
つ
い
て
関
心
が
注
が
れ
て
き

(
1〉

た
の
に
針
し
、
わ
た
く
し
は
覗
貼
を
か
え
、
そ
の
建
設
を
捲
っ
た
北
洋
大
臣
乗
直
隷
線
督
李
鴻
-
章
と
、
中
央
財
政
官
鹿
戸
部
と
の
聞
に
存
す
る

垂
直
的
関
係
に
焦
黙
を
嘗
て
て
論
じ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
言
わ
ば
ヨ
コ
の
も
の
を
タ
テ
に
讃
み
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
財
政
史
的
角
度
か

ら
の
照
射
を
試
み
、
こ
れ
ま
で
と
は
遣
っ
た
歴
史
像
を
描
き
出
し
た
い
と
思
う
。

ま
た
従
来
ま
で
の
捉
え
方
で
は
、
李
鴻
一
章
一
の
権
勢
抜
大
に
つ
い
て
、
封
抗
し
て
い
た
有
力
官
僚
の
死
去
や
、
針
外
戦
争
に
よ
っ
て
封
抗
勢
力

の
基
盤
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
で
、
李
鴻
章
が
涯
系
封
立
を
勝
ち
抜
き
、
清
悌
戦
争
を
経
た
一
八
八

0
年
代
の
牟
ば
に
は
、
外
に
並
ぶ
者
の
な
い

濁
占
的
地
位
を
獲
得
し
、
以
後
日
清
戦
争
に
敗
れ
た
責
任
を
負
っ
て
失
脚
す
る
ま
で
縫
績
し
た
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
李
鴻

章

の

樺

勢

は

、

む

し

ろ

幾

つ

か

の

曲

折

を

含

ん

だ

も

の

で

あ

っ

た

と

考

え

こ
れ
ほ
ど
単
純
な
擦
大
過
程
と
し
て
捉
え
き
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
李
鴻
章
一
が
直
隷
穂
督
に
着
任
し
た
一
八
七

O
年
六
月
か
ら
、
清
併
戦
争
を
経
た
一
八
八

0
年
代
牛
ば
ま
で
の
時
期
に
限

。
&

定
し
、
北
洋
艦
隊
を
建
設
す
る
に
嘗
た
り
、
清
朝
政
府
か
ら
李
鴻
一
章
に
委
譲
さ
れ
た
権
限
の
動
態
を
追
跡
し
つ
つ
論
じ
て
ゆ
き
た
い
。

李
鴻
章
の
直
隷
綿
督
就
任

付

海
開
牧
入
を
め
ぐ
る
戸
部
と
李
鴻
章
の
劃
立

一
八
七

O
年
六
月
天
津
教
案
に
胤
到
底
す
る
た
め
直
隷
綿
督
に
赴
任
し
て
き
た
李
鴻
章
に
劃
し
、

誌
で
は
、
三
口
通
商
大
臣
を
裁
撤
し
、
代
わ
っ
て
直
隷
総
督
が
天
津
の
洋
務
及
び
海
防
関
係
の
事
宜
に
劉
虚
し
、
東
海
聞
及
び
牛
荘
開
も
そ
の

管
理
に
闘
す
こ
と
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
李
鴻
章
に
射
し
、
天
津
に
お
け
る
洋
闘
と
常
闘
の
税
務
を
措
う
海
開
遁
設
立
の
是
非
に
つ
い
て
審

(
2〉

議
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
劃
し
李
鴻
章
は
、
上
奏
文
「
裁
併
通
商
一
大
臣
酌
議
腰
掛
事
宜
摺
」
(
一
一
月
一
八
日
)
を
提
出
し
、
第
一
に
、
天
津
が
各

園
の
遁
一
商
の
開
埠
し
て
以
来
「
往
来
の
衝
途
」
で
あ
り
、
「
京
師
の
門
戸
」
と
し
て
の
重
要
性
を
高
め
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
天
津
教
案
の

一
一
月
一
二
日
上
識
が
下
さ
れ
た
。
こ
の
上



際
の
地
方
官
及
び
一
二
口
、
通
商
大
臣
の
封
慮
が
適
切
で
な
く
「
後
患
」
を
残
し
た
こ
と
、
第
三
に
、
海
防
を
整
頓
す
る
震
の
長
官
を
設
置
す
る
必

(

3

)

 

要
が
あ
る
こ
と
を
根
擦
に
、
賛
成
す
る
答
申
を
行
っ
た
。

津
海
開
道
の
設
置
が
裁
可
さ
れ
る
と
、
李
鴻
章
は
腹
心
の
陳
欽
に
こ
の
ポ
ス
ト
を
署
理
さ
せ
、
潤
津
な
海
開
税
牧
入
を
制
御
で
き
る
よ
う
園

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
京
前
の
滞
納
朕
況
を
改
善
し
た
い
と
い
う
戸
部
の
意
向
を
受
け
、
そ
の
迅
速
な
迭
金
を
関
係
各
督
撫
及
び
卑
海
開
監
督
に

(
4〉

命
じ
た
一
八
七
二
年
一
月
一
五
日
の
上
識
が
下
っ
た
際
、
李
鴻
-
章
が
、
中
央
へ
の
京
前
納
入
よ
り
も
天
津
に
お
け
る
海
防
に
要
す
る
財
政
支
出

を
優
先
さ
せ
る
た
め
、
そ
の
留
保
を
申
し
出
た
の
で
、
こ
こ
に
戸
部
と
の
聞
に
見
解
の
相
違
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
李
の
上
奏
文

(

5

)

 

「
裁
留
京
前
摺
」
(
一
月
一
一
一
日
〉
は
、
先
ず
署
津
海
闘
遁
陳
欽
の
報
告
を
引
い
て
い
る
。

陳
欽
に
よ
る
と
、
津
海
闘
に
お
け
る
牧
支
計
算
を
経
た
残
額
は
二
九
寓
八
七

O
O徐
雨
に
上
っ
て
い
る
が
、
京
飼
の
満
額
を
納
入
で
き
な
い

理
由
は
、
河
川
の
氷
結
に
よ
る
牧
入
減
の
外
、
天
津
機
器
局
に
お
け
る
園
防
生
産
の
蹟
充
資
金
が
必
要
な
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
崇
厚
の
任
期

以
衆
、
四
成
洋
税
か
ら
充
嘗
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
九
寓
八
七

O
O徐
爾
は
「
ほ
か
に
流
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

な
い
経
費
(
別
項
不
准
動
用
之
款
)
」
で
あ
る
と
言
う
。
陳
欽
は
更
に
、
海
防
月
前
へ
の
支
出
を
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
、

-113ー

天
津
機
器
局
へ
支
出
し
た
後
、
天
津
支
雁
局
か
ら
軍
鮪
と
し
て
五
高
雨
を
支
出
し
た
と
こ
ろ
、

暫
定
的
に
「
別
款
」
か
ら
借
入
し
て
補
充
し
て
い
る
朕
況
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
該
年
度
の
未
解
分
の
京
鮪
一
一
高
一
五

O
O雨
儀
を
迭
金
す

れ
ば
、
津
海
閲
六
成
洋
税
、
洋
薬
萱
摘
、
東
海
開
協
館
、
運
庫
盟
斤
復
債
の
一
年
分
を
合
計
し
た
と
し
て
も
、
津
防
月
前
の
震
の
経
費
が
不
足

す
る
と
述
べ
た
。

一
寓
三
九

O
O商
品
駄
の
不
足
が
生
じ
た
の
で
、

以
上
の
よ
う
な
報
告
を
う
け
た
李
鴻
一
章
は
、
天
津
機
器
局
の
「
需
用
が
浩
繁
」
で
あ
り
、
天
津
海
防
費
を
優
先
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
と
と

も
に
、
開
化
城
へ
波
遣
さ
れ
た
郵
啓
元
・
劉
景
芳
南
軍
へ
の
軍
制
を
肩
代
わ
り
し
て
い
る
こ
と
を
暴
げ
、
戸
部
が
来
年
度
分
の
京
鮪
を
迭
金
せ

よ
と
い
う
な
ら
、
こ
の
軍
鮪
負
携
を
放
棄
す
る
と
言
い
放
っ
た
。
そ
の
結
果
、
必
ず
し
も
克
除
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
京
前
納
入
の
期
限

(

6

)

 

を
定
め
る
こ
と
は
し
な
い
と
す
る
戸
部
の
譲
歩
が
得
ら
れ
た
。
ま
た
李
鴻
章
は
、
片
奏
「
裁
留
京
鮪
尾
敷
片
」
の
中
に
お
い
て
も
、
同
治
一

O

813 
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防
飼
に
向
け
て
充
分
に
支
出
さ
れ
た
上
で
、

(

7

)

 

ば
、
迭
金
を
行
う
(
倹
徴
牧
税
項
可
敷
防
飾
、
徐
存
銀
南
町
行
報
解
)
」
ょ
う
再
度
指
示
し
た
と
述
べ
て
お
り
、
京
鮪
負
捲
の
履
行
よ
り
天
津
海
防
へ

〈

8
)

の
支
出
を
重
覗
す
る
姿
勢
を
鮮
明
に
し
て
い
た
。

(
一
八
七
一
〉
年
四
月
、

津
海
閥
道
に
制
到
し
、

「
徴
牧
し
た
税
項
が
、

な
お
徐
剰
の
銀
商
が
あ
れ

。
海
防
建
設
の
開
始

そ
の
三

O
里
(
約
一
七
・
三
キ
ロ
)

(
9〉

後
方
の
新
城
地
方
に
新
た
に
築
城
を
行
い
、
砲
蓋
と
連
携
を
は
か
る
な
ど
し
て
、
「
海
防
の
門
戸
」
た
る
天
津
海
防
の
充
寅
を
は
か
っ
た
。
こ

う
し
た
施
策
は
、
な
お
天
津
数
案
事
件
の
善
後
措
置
と
し
て
の
色
彩
が
濃
厚
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
明
治
政
府
に
よ

る
蓋
潤
出
兵
事
件
が
費
生
し
、
そ
れ
に
衝
撃
を
受
け
た
清
朝
政
府
は
、
海
防
の
緊
急
性
を
痛
感
し
、
沿
海
各
督
撫
及
び
将
軍
に
劃
し
、
「
練

(
叩
)

兵
」
「
簡
器
」
「
造
船
」
「
簿
鮪
」
「
用
人
」
「
持
久
」
の
六
箇
僚
に
闘
す
る
具
申
を
求
め
る
に
至
る
と
、
李
鴻
-
章
は
上
奏
文
「
饗
議
海
防

摺
」
(
一
一
一
月
一

O
日
〉
を
提
出
し
、
「
北
洋
」
(
煙
牽
・
放
順
一
帯
〉
・
「
東
洋
」
(
慶
門
・
虎
門
)
に
、

(

日

)

の
鍛
甲
艦
二
隻
を
配
備
す
る
必
要
が
あ
る
と
建
議
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

開
し
、 李

鴻
章
は
直
隷
総
督
に
就
任
し
た
嘗
初
よ
り
、
大
泊
海
口
に
駐
屯
す
る
六
替
に
闘
す
る
章
一
程
を
制
定
し
、

(
長
江
河
口

γ
「
南
洋
」

そ
れ
ぞ
れ
大
型

-114-

一
八
七
五
年
五
月
三
一
日
に
下
さ
れ
た
上
識
で
は
、
織
甲
艦
の
購
入
に

織
甲
船
に
至
つ
て
は
経
費
が
担
額
に
過
ぎ
、
購
買
す
る
の
が
甚
だ
難
し
い
の
で
、
李
鴻
章
と
沈
諜
禎
に
具
瞳
的
な
情
況
を
劃
酌
さ
せ
、
如

(

ロ

)

し
費
際
に
利
用
で
き
る
な
ら
、
先
ず
一
隻
か
二
隻
を
購
入
し
、
そ
の
上
で
引
き
績
き
排
理
す
る
こ
と
に
す
る
。

と
、
購
入
資
金
が

E
額
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
試
行
的
な
購
入
を
認
可
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
清
朝
政
府
に
よ
る
政
策
決
定
は
、
鍛
甲

艦
の
購
入
に
つ
い
て
極
め
て
消
極
的
で
あ
っ
て
、
問
題
を
先
迭
り
し
た
に
等
し
い
。
し
か
し
一
方
で
、
海
軍
建
設
推
進
の
旗
振
り
役
、
恭
親
王

英
訴
の
建
議
に
よ
り
、
風
つ
海
開
・
潮
州
闘
・
聞
海
開
・
新
海
閥
・
山
海
開
及
び
沼
尾
・
打
拘
二
口
の
四
成
洋
税
と
、
江
海
闘
の
四
成
洋
税
の
う

ち
二
成
分
を
合
計
し
た
年
額
約
二
百
数
十
高
雨
に
加
え
、
江
蘇
・
斯
江
二
省
の
輩
金
牧
入
か
ら
年
額
各
四

O
高
雨
と
、
江
西
・
一
踊
建
・
湖
北
・



(

日

)

庚
東
の
四
省
か
ら
年
額
各
三

O
高
雨
の
合
計
年
額
二

O
O寓
雨
が
南
北
洋
海
防
経
費
と
し
て
認
め
ら
れ
、
李
鴻
章
に
劃
し
比
較
的

E
額
の
財
政

的
支
援
が
興
え
ら
れ
た
。
嘗
時
の
清
朝
財
政
は
、
太
卒
天
国
の
凱
を
機
に
悪
化
の
一
途
を
た
ど
る
中
で
、

E
額
の
経
費
支
出
を
捻
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
献
況
に
迫
ら
れ
て
、
そ
の
制
度
を
大
き
く
獲
容
さ
せ
て
い
た
が
、
海
軍
費
の
調
達
に
際
し
て
、
各
地
に
経
費
負
携
を
割
り
嘗
て
る

(

U

)

 

こ
と
に
よ
っ
て
ま
か
な
う
と
い
う
手
法
が
採
ら
れ
、
海
軍
建
設
の
た
め
の
費
用
は
、
こ
う
し
て
圏
内
調
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
司
た
の
で
あ
る
。

李
鴻
一
章
の
擢
限
擁
大
と
北
洋
艦
陵
建
設
の
前
進

付

李
鴻
章
へ
の
擢
限
委
譲

建
設ー
へ八
と七
向九
か年
わ四
せ月
た四
。日

ノ" " 
月~
ノ、 以二

里革
一一
妄耳
融ー

は三
日

管日
艦本
を胃
擁塑

主建
，....，. 71!‘ 

云璽
島君
子壁
2喜
強雪宗

管長
1. 干丁

てし
練生
丘署尋

r件
購同
器
を清
優朝
先政
し府
、の

李眼
鴻を
章再
及び
び海
沈軍

葎
禎
に
命
じ
て
織
甲
睡
・
水
雷
及
び
一
切
の
有
用
な
兵
器
を
速
や
か
に
購
入
さ
せ
、

(
日

)

さ
せ
る
と
し
、
更
に
七
月
二
九
日
の
上
識
も
、
こ
の
二
人
に
劃
し
、
「
需
費
の
浩
繁
」
な
鍛
甲
艦
の
購
入
を
「
力
を
量
り
て
箸
掛
」
す
る
よ
う

(
日
目
〉

命
じ
、
清
朝
政
府
は
時
局
へ
の
緊
迫
感
か
ら
鍛
甲
艦
の
購
入
を
急
い
だ
。

ま
た
、
翰
林
院
侍
誼
王
先
謙
が
提
出
し
た
長
大
な
上
奏
文
「
篠
陳
洋
務
事
宜
」

必
要
な

E
額
の
資
金
を
調
達
す
る
方
法
に
つ
い
て
も
考
え

-115ー

(
二
月
一
一
日
)
も
、

「
此
時
深
く
慮
る
べ
き
者
は
、
又
他

「
士
気
を
振
る
う
」

而
る
に
先
ず
倭
園
に
在
り
」
と
、

「
経
費
を
簿
る
」
「
船
械
を
備
え
る
」

日
本
を
侵
想
敵
と
見
倣
し
、
速
や
か
に
自
強
を
園
る
た
め

「
敵
情
を
審
ら
か
に
す
る
」

の
四
箇
僚
に
つ
い
て
建
議
し
た
。
鍛
甲
艦
に
つ
い
て
は
、

イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン

の
園
に
在
ら
ず
、

ス
・
ロ
シ
ア
の
各
園
が
そ
れ
ぞ
れ
数
十
隻
を
保
有
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
も
以
前
四
十
徐
隻
を
擁
し
た
こ
と
に
鯛
れ
た
後
、
「
将
来
、
出
洋
し

て
征
勅
す
る
」
た
め
に
、
十
数
隻
の
織
甲
艦
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
誌
じ
た
。
た
だ
現
在
資
金
が
不
充
分
な
の
で、

一
隻
嘗
た
り
一

O
O寓
商

一
隻
を
約
二

O
高
雨
ほ
ど
で
購
入
で
き
る
「
碓
船
」
を
五
、
六
隻
購
入
す
べ
き
で
あ
る
と
、
財
政
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以
上
も
必
要
な
織
甲
艦
を
購
入
す
る
よ
り
、



816 

(

げ

)

事
情
を
配
慮
し
て
自
読
を
後
退
さ
せ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
王
先
謙
の
建
議
は
、
織
甲
艦
の
購
入
に
積
極
的
な
李
鴻
章
の
立
場
に
大
き
な

(
四
〉

弾
み
を
輿
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
二
日
後
の
上
誌
で
そ
の
検
討
を
命
じ
ら
れ
た
李
は
上
奏
文
「
審
議
購
船
選
勝
摺
」
(
一
一
月
一
一
一
一
日
〉
を
提
出

し
、
購
入
し
た
織
甲
艦
を
配
置
し
、
数
軍
を
編
成
・
訓
練
し
て
「
海
上
で
勝
敗
を
決
す
る
の
で
な
い
な
ら
、
攻
撃
を
以
て
防
御
と
す
る
妙
技
に

到
達
す
る
に
は
至
る
ま
い
」
と
述
べ
、
大
洋
に
お
け
る
戦
闘
を
不
可
避
と
す
る
王
先
謙
の
主
張
に
沿
っ
た
議
論
を
展
開
し
、
識
甲
艦
購
入
の
必

(

閉

山

)

要
を
あ
ら
た
め
て
強
調
し
た
。

翌
一
一
月
一
一
一
一
一
日
の
上
識
は

(

加

)

「
所
有
ゆ
る
帯
船
・
賂
才
及
び
購
船
の
事
宜
は
、
聞
ち
李
一鴻
章
を
し
て
認
異
に
講
求
せ
し
む
」
と
し
、
更
に

組
理
街
門
が
具
申
し
た
建
議
、
す
な
わ
ち
軍
艦
の
購
入
に
つ
い
て
は
、

が
、
よ
り
周
到
で
安
嘗
で
あ
る
と
の
意
見
を
う
け
て
、

各
省
が
濁
自
に
瑳
注
す
る
よ
り
、
李
鴻
章
一
一
人
の
手
で
慮
理
し
た
方

一
二
月
二
五
日
上
識
が
下
さ
れ
た
。
沈
葎
禎
の
死
去
し
た
前
日
に
下
さ
れ
た
、
こ
の
上

誌
で
は
、
各
省
が
必
要
と
す
る
船
は
「
統
べ
て
李
鴻
章
に
由
り
酌
量
し
て
代
購
」
し
、
費
用
は
何
環
(
闘
掘
削
線
督
兼
福
建
巡
撫
〉
・
劉
坤
一

線
督
)
・
裕
寛
(
庚
東
巡
撫
)
・
周
恒
棋
(
山
東
巡
撫
)
・
語
鍾
麟
(
新
江
巡
撫
)
・
動
方
錆
(
一
踊
建
巡
撫
)
に
命
じ
、
「
分
別
し
て
李
鴻
章
に
簿
解
し
、

(

況

〉

備
用
」
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
李
鴻
章
に
劃
し
、
軍
艦
の
購
入
に
閲
す
る
意
思
決
定
擢
及
び
財
政
権
が
委
譲
さ
れ
る
に
及

(
爾
庚
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ん
で
、
謬
着
し
て
い
た
織
甲
艦
購
入
問
題
が
漸
く
打
開
へ
と
向
か
う
た
め
の
篠
件
が
整
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

翌
一
八
八

O
年
三
月
二
九
日
に
お
け
る
李
鴻
章
の
上
奏
文
「
議
購
鎖
甲
船
摺
」
は
、

及
び
オ
リ
オ
ン
ハ
「
奥
利
窓
」
)
雨
読
の
轄
買
の
交
渉
に
成
功
し
た
こ
と
を
報
告
し
、
ポ
l
ラ
競
を
蓋
潤
防
衛
の
た
め
一
隅
建
に
配
備
し
、

ン
競
は
南
洋
大
臣
の
管
轄
下
に
置
く
こ
と
、
そ
の
約
二

O
O寓
南
に
及
ぶ
購
入
費
は
「
嘗
一
該
省
の
防
衛
は
、
嘗
該
省
が
支
出
し
た
資
金
を
使
っ

て
行
う
(
以
該
省
態
解
之
費
、
簿
該
省
慮
燐
之
防
〉
」
方
針
を
採
り
、
戸
部
に
三

O
蔦
雨
を
支
出
さ
せ
る
の
を
除
き
、
全
額
を
一
踊
建
の
負
携
と
す
る

(

勾

)

(

お

)

も
の
で
あ
っ
た
。
三
月
三
一
日
の
上
誌
で
は
こ
の
李
鴻
章
の
建
議
が
裁
可
さ
れ
、
こ
う
し
て
長
ら
く
懸
案
で
あ
っ
た
戴
甲
艦
購
入
が
貫
現
に
一

李
鳳
萄
が
イ
ギ
リ
ス
と
の
聞
で
ポ
l
ラ
(
「
柏
爾
来
」
)

オ
リ
オ

歩
近
づ
い
た
。

財
政
権
の
集
中
に
支
え
ら
れ
た
と
は
い
え
、

李
鴻
章
に
は
な
お
解
決
す
べ
き
財
政
問
題
が
存
し
た
。

一
八
八

O
年
四
月
九
日

(
光
絡
六
年
一



月
一
日
〉
の
上
奏
で
、

協
働
の
還
金
が
南
北
洋
経
費
の
分
解
後
、
北
洋
の
取
分
二

O
O蔦
南
の
う
ち
二
割
に
も
達
し
な
い
こ
と
に
鯛
れ
、
こ
の

(

剖

)

飲
解
問
題
が
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
と
報
告
し
て
い
る
。
李
鴻
章
一
は
戸
部
と
組
理
各
園
事
務
街
門
に
射
し
、
問
題
解
決
の
た
め
迅
速
に

舎
議
を
お
こ
な
う
こ
と
を
求
め
る
と
と
も
に
、
西
征
鮪
銀
〈
塞
防
費
)
二

O
O寓
雨
の
打
切
り
と
海
防
経
費
へ
の
移
管
、

後
の
招
商
一
局
に
よ
る
税
納
を
洋
税
と
し
て
扱
う
こ
と
や
、

(

お

)

か
な
り
贋
範
な
財
政
問
題
の
提
示
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
輩
金
か
ら
の
協
働
不
振
針
策
と
し
て
は
、
先
ず
江
西
・
湖
北
に
割
り
嘗
て
ら
れ
た
三

O
高
雨
、
及
び
漸
江
に
割
り
嘗
て
ら
れ
た
四

O
高
雨
に
つ
い
て
は
、
二
割
の
割
り
引
き
を
認
め
、
江
蘇
輩
金
の
四

O
寓
雨
、
及
び
贋
東

・
一
繭
建

「
購
買
」

「製
造
」

「
訓
練
」

「
養
船
」

及
び
旗
昌
公
司
買
牧

「
添
募
」
の
た
め
の
資
金
調
達
に
つ
い
て

輩
金
の
各
三

O
寓
雨
に
つ
い
て
は
、
南
洋
海
防
費
へ
全
額
を
移
管
す
る
こ
と
で
歓
解
の
現
肢
を
追
認
し
た
。
こ
う
し
て
北
洋
は
こ
の
三
省
輩
金

合
計
一

O
O寓
南
の
う
ち
南
洋
と
折
牢
し
て
い
た
五

O
高
雨
を
放
棄
し
、
南
洋
へ
譲
渡
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
代
償
と
し
て
「
他
省
の
有

(

お

〉

(

幻

)

著
な
る
的
款
を
改
接
」
す
る
よ
う
求
め
た
。
李
は
七
月
三
一
日
に
も
同
じ
趣
旨
の
上
奏
文
を
繰
り
返
し
提
出
し
、
中
央
サ
イ
ド
の
決
裁
を
促
し

た
。
そ
し
て
、
二
日
後
の
八
月
二
日
に
は
、
各
省
闘
が
供
給
す
べ
き
経
費
を
速
や
か
に
迭
金
す
る
こ
と
、
萱
金
に
つ
い
て
は
「
八
折
」
に
減
額

し
た
う
え
で
迭
金
し
、
も
し
再
び
「
延
歓
」
し
た
場
合
、
李
鴻
章
に
命
じ
て
調
査
の
う
え
弾
劾
さ
せ
た
う
え
で
、
「
延
誤
京
飼
例
」
に
照
ら
し

(

お

)

虚
罰
す
る
と
の
上
識
が
下
さ
れ
た
。
し
か
し
事
態
は
何
ら
改
善
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
李
鴻
章
に
と
っ
て
は
、
脆
弱
な
財
政
基
盤
を
如
何
に

克
服
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
難
題
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
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ω 
織
甲
艦
購
入
の
寅
現

し
か
し
と
も
か
く
、
海
軍
建
設
の
た
め
の
意
思
決
定
擢
と
財
政
権
が
李
鴻
章
に
委
譲
さ
れ
た
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
懸
案
で
あ
っ
た
識
甲
艦
の

購
入
が
漸
く
軌
道
に
乗
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
購
入
が
見
込
ま
れ
た
ポ
l
ラ
及
び
オ
リ
オ
ン
の

二
隻
に
つ

い
て
は
、
李

鳳
萄
を
通
じ
政
権
獲
動
、
す
な
わ
ち
第
二
次
デ
ィ
ズ
レ
イ
リ
保
守
黛
内
聞
か
ら
第
二
次
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
自
由
黛
内
閣
へ
の
政
権
交
代
に
伴
う

契
約
破
棄
が
停
え
ら
れ
、
嘗
初
の
車
内
潟
県
は
拙
変
更
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
劉
贋
策
に
つ
い
て
打
診
し
て
き
た
李
鳳
萄
に
射
し
、

817 
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李
鴻
章
は
二
隻
の
購
入
を
断
念
し
、
別
曾
祉
に
注
文
す
る
よ
う
方
向
轄
換
せ
よ
と
指
示
を
興
え
、
こ
れ
を
う
け
た
李
鳳
直
は
ド
イ
ツ
の
フ
ル
カ

ン
工
廠
(
「
伏
爾
鑑
〈
三

E
ロ
廠
」
)
か
ら
最
新
式
の
鍛
甲
艦
二
隻
の
瑳
注
に
成
功
し
た
。

と
こ
ろ
が
李
鴻
章
は
、
こ
の
二
隻
だ
け
で
は
慶
範
な
中
園
沿
海
を
防
御
す
る
に
は
不
充
分
と
考
え
、
注
文
済
の
二
隻
を
そ
れ
ぞ
れ
一
幅
建
と
南

洋
に
配
置
し
た
上
で
、
更
に
二
隻
の
鎮
甲
艦
を
購
入
し
、

「
京
畿
の
門
戸
」
た
る
北
洋
の
防
御
に
嘗
た
ら
せ
る
と
い
う
計
重
を
提
議
し
た
。
そ

の
資
金
に
は
、
准
南
北
の
盟
一
一商
に
よ
る
議
掲
報
数
銀
一

O
O高
雨
及
び
、
各
省
に
貸
興
し
た
輪
船
招
商
一
局
官
款
約
二

O
O高
雨
の
三
期
返
済
分

(
却
〉

を
充
て
よ
う
と
考
え
た
。
こ
の
李
鴻
章
一
の
提
議
は
、
七
月
一
一
日
の
上
誌
に
お
い
て
、

「
李
鴻
章
の
議
す
る
所
に
照
ら
し
、
新
式
を
査
照
し
、

英
廠
に
在
て
織
甲
二
只
を
訂
造
」
す
る
こ
と
が
裁
可
さ
れ
た
。
ま
た
前
後
各
二
隻
の
鍛
甲
艦
購
入
計
董
を
実
現
す
る
た
め
の
財
源
の
問
題
は
、

李
鴻
章
の
請
願
し
た
南
准
一
商
捕
の
一

O
O高
雨
に
つ
い
て
は
、

輪
船
招
一
商
局
官
款
の
約
一

O
O高
南
(
年
額
約

(ω
〉

三
五
高
商
と
し
て
三
期
に
分
け
て
返
済
)
に
つ
い
て
は
、
李
自
身
が
一
該
蛍
す
る
督
撫
と
苔
文
を
通
じ
て
交
渉
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
後
者
に
つ
い
て

戸
部
の
審
議
に
か
け
る
と
し
、

は
、
李
鴻
章
自
身
の
資
金
牧
集
力
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
と
も
か
く
、
前
者
の
認
可
に
つ
い
て
は
、
何
よ
り
も
戸
部
の
意
向
に
よ
っ
て
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大
き
く
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
ア
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
寅
際
、

戸
部
の
審
議
の
結
果
は

僅
か
四

O
寓
雨
の
部
分
的
な
認
可
に
止
ま
っ
た
。

戸
部
か
ら
の
合
意
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

は
、
李
鴻
章
に
と
っ
て
大
き
な
痛
手
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
李
鴻
章
は
一

O
O高
雨
全
額
の
支
給
を
認
め
る
よ
う
戸
部
に
命
じ
る
よ
う
再
度

(
紅
)

(

M

M

)

請
願
し
、
戸
部
に
射
し
審
議
す
る
よ
う
命
じ
る
上
識
を
引
き
出
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
劃
す
る
戸
部
の
返
答
と
い
う
の
は
、
織
甲
艦
の
購
入

債
格
が
定
ま
り
、
そ
の
支
梯
い
方
法
も
幾
次
に
分
割
し
て
行
う
の
か
が
奏
報
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
以
後
、
再
度
検
討
す
る
と
い
う
も
の

(

お

)
で
、
事
貫
上
の
桓
否
回
答
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
李
鴻
章
は
戸
部
か
ら
全
面
的
な
財
政
支
援
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
、
軍
艦
購
入
計
重
の
襲
更
を
絵
儀
無
く
さ

れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
前
後
二
次
に
わ
た
る
各
二
隻
の
護
注
が
計
量
さ
れ
た
嘗
初
の
見
積
り
を
銀
に
換
算
し
て
示
せ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
少
な

く
と
も
三
二
六
高
雨
及
び
、
三
四
一
高
雨
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
最
初
の
二
隻
に
つ
い
て
は
、
既
に
一
帽
建
負
捨
を
中
心
に
一
五

O
高
雨
を
得



て
お
り
、
な
お
不
足
す
る
一
七
六
寓
雨
に
つ
い
て
は
、
九
七
首
尚
南
が
江
海
開
遁
劉
瑞
芽
か
ら
の
迭
金
に
よ
り
既
に
調
達
済
み
で
あ
っ
た
。
李
鴻

章
は
更
に
問
題
の
雨
准
一
商
摘
一

O
O
蔦
雨
を
移
し
替
え
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
う
ち
戸
部
の
認
可
が
得
ら
れ
て
い
な
い
六

O
寓
南
も
、
五
月
ま

で
に
戸
部
か
ら
供
給
さ
せ
る
等
の
手
段
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
金
調
達
は
可
能
と
考
え
た
。
こ
う
し
て
見
込
み
の
薄
い
戸
部
か
ら
の
全
額
認

可
を
前
提
と
し
て
、
責
金
の
支
排
い
準
備
の
問
題
が
一
先
ず
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
隻
こ
そ
、
北
洋
艦
陵
の
主
力
艦
と
し
て
名
高
い

「
定
遠
」
と
「
鎖
遠
」
で
あ
っ
た
。

追
加
購
入
が
計
量
さ
れ
た
二
隻
に
つ
い
て
は
、
嘗
初
か
ら
最
大
の
資
金
源
で
あ
司
た
南
准
一
商
摘
一

O
O蔦
雨
が
振
り
替
え
ら
れ
た
た
め
、
招

(
商
局
官
款
の
返
済
銀
一

O
O菌
南
だ
け
が
残
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
と
て
毎
年
三
五
寓
南
の
返
済
が
見
込
ま
れ
た
も
の
の
、
初
年
度
分
の
返
済

額
は
僅
か
二
九
高
南
に
止
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
調
子
で
ゆ
け
ば
完
済
ま
で
四
年
を
要
す
る
と
い
う
の
が
賓
情
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
見
た
李
鴻
章

は
二
時
に
向
緒
に
就
き
難
い
」
と
判
断
し
、
二
年
な
い
し
三
年
後
イ
リ
償
款
が
完
済
さ
れ
各
省
の
財
力
に
徐
裕
が
生
じ
る
の
を
見
計
ら
っ
て

(

担

)

の
ち
再
度
取
り
上
げ
る
と
し
、
こ
の
二
隻
の
追
加
購
入
計
萱
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
李
鴻
章
は
同
じ
日
に
提
出
し
た
片
奏
「
一
商
局
官

款
接
購
識
申
請
緩
擾
還
片
」
(
『
李
鴻
輩
奏
稿
』
径
四
O
)
で
、
招
商
局
が
借
り
受
け
た
漸
江
塘
工
生
息
経
費
銀
三

O
寓
雨
を
毎
年
六
寓
雨
ず
つ
返

(

叫

山

)

済
す
る
よ
う
命
じ
た
一
八
八
一
年
四
月
一

O
日
の
上
誌
に
射
し
、
第
二
次
の
鎮
甲
艦
購
入
の
震
の
経
費
捻
出
を
優
先
す
る
見
地
か
ら
猶
珠
を
申
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出
た
が
、
そ
れ
は
李
鴻
-
章
が
取
り
え
た
劃
抗
措
置
で
あ
叶
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
李
鴻
-
章
は
結
局
、
こ
の
招
一
商
局
官
款
の
返
済
分
を
、

ド
イ

ツ
の
フ
ル
カ
ン
工
廠
か
ら
購
入
し
た
「
寄
面
識
甲
快
船
」
の
購
入
費
、
す
な
わ
ち
ク
ル
ッ
プ
式
元
込
め
大
砲
三
門
を
含
め
た
約
六
二
寓
南
の
一

(

叩

山

)

部
に
充
て
た
。
こ
の
軍
艦
は
、
の
ち
「
済
建
」
と
命
名
さ
れ
た
。
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李
鴻
章
へ
の
財
政
統
制
の
強
化

付

清
併
戦
争
期
に
お
け
る
軍
援

ベ
ト
ナ
ム
北
部
で
本
格
化
し
て
い
た
清
併
雨
軍
聞
の
戦
闘
が
激
化
し
、
清
園
東
南
海
域
へ
の
展
開
が
議
測
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
緊
張
の
高
ま

ア
た
沿
海
地
方
に
お
い
て
海
防
を
よ
り
一
層
充
買
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
が
強
ま
っ
た
。
最
初
に
南
北
洋
の
兵
力
増
強
を
建
議
し
た
北
洋
海
防

事
宜
果
大
激
の
上
奏
文
は
、
李
鴻
-
一
章
と
曾
闇
韮
(
雨
江
総
督
兼
南
洋
大
臣
)
に
劃
し
、
現
有
す
る
後
腫
槍
砲
の
使
用
を
前
提
に
各
十
数
営
を
増
強
で

(

幻

)

き
る
か
い
な
か
を
調
査
さ
せ
る
こ
と
、
財
源
と
し
て
戸
部
か
ら
毎
月
各
五
寓
南
(
年
額
に
し
て
一
一
一

O
蔦
雨
)
を
支
出
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
た
。
呉

(お〉

大
激
の
建
議
を
審
議
す
る
よ
う
命
じ
た
一
八
八
四
年
八
月
一
九
日
の
上
識
が
下
る
と
、
李
鴻
章
は
二
五
日
、
上
奏
文
「
遵
旨
添
普
請
接
月
摺
」

(
『
李
鴻
草
奏
稿
』
各
五
一
)
を
提
出
、
呉
を
全
面
支
持
す
る
答
申
を
行
っ
た
。
そ
の
問
、

フ
ラ
ン
ス
軍
が
一
踊
州
を
攻
撃
し
、
潰
滅
的
打
撃
を
興
え
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て
お
り
(
八
月
一
一
一
一
一
日
、
馬
江
の
役
〉
、
李
鴻
章
一
は
同
じ
上
奏
文
の
中
で
、
今
後
の
戦
況
に
つ
い
て
、

丘
ハ
を
添
し
、

一該園

(
H
フ
ラ
ン
ス
〉
は
正
に
鮪
を
簿
り
、
議
を
集
め
、

期
を
到
し
て
大
奉
し
、

先
ず
南
省
を
擾
し
、

地
に
擦
り
て
質
と
篤

し
、
必
ず
絡
に
北
の
か
た
畿
輔
を
犯
し
、
以
て
其
要
挟
の
謀
を
遂
げ
ん
と
す
。

(

ぬ

〉

(

川

制

)

と
述
べ
、
フ
ラ
ン
ス
軍
の
首
都
に
向
け
た
北
上
は
必
至
と
捉
え
、
そ
れ
に
備
え
た
兵
力
増
強
に
着
手
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
と

(

紅

)

き
李
鴻
章
一
が
新
た
に
募
集
し
た
勇
替
は
二
六
管
一
哨
に
及
び
、
月
額
八
高
二

O
O
O雨
の
戸
部
負
携
が
認
め
ら
れ
た
。

更
に
摘
納
再
開
の
認
可
が

清
併
戦
争
に
伴
う
緊
張
激
化
が
、

(
m
M
)
 

李
鴻
-
軍
に
と
っ
て
言
わ
ば
追
い
風
と
な
っ
て
貫
現
し
た
。

か
つ
て
上
奏
文

(
前
出
〉
に
お
い
て
「
摘
轍
は
得
る
所
が
幾
ば
く
も
無
く
、

(
日
制
)

く
停
止
さ
れ
て
い
た
摘
納
を
再
開
し
、
海
防
費
と
す
る
よ
う
建
議
し
た
。
二
日
後
の
上
誌
で
、
こ
の
建
議
は
戸
部
の
審
議
に
か
け
ら
れ
る
こ
と

た
だ
、
同
治
年
聞
に
牧
摘
が
紛
糾
し
た
前
例
を
奉
げ
、

「
饗
議
海
防
議
」

流
弊
は
甚
大
な
り
」
と
斥
け
た
前
言
を
翻
し
、

九
月
三
日
、
暫

に
な
っ
た
が
、
戸
部
は
九
月
一
五
日
の
上
奏
に
お
い
て
、
損
納
の
再
開
に
同
意
し
た
。



「
以
て
限
制
を
示
さ
ざ
れ
ば
、
恐
ら
く
日
久
し
く
し
て
別
に
流
弊
を
滋
ら
ん
」
と
の
危
倶
か
ら
、
期
聞
を
一
年
聞
に
制
限
し
、
こ
の
期
限
が
遁

(

必

)

ぎ
る
と
聞
時
停
止
す
る
よ
う
留
保
が
付
け
ら
れ
た
。
戸
部
の
同
意
を
う
け
て
、
摘
納
の
再
闘
が
翌
一
八
八
五
年
一
月
二
三
日
の
上
誌
で
裁
可
さ

(

必

)

れ
た
。

仁)

清
俳
戦
争
後
に
お
け
る
軍
縮

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
兵
力
増
強
は
、
も
と
も
と
戦
時
に
お
け
る
緊
念
事
態
に
封
鹿
す
る
震
の
一
時
的
方
策
と
し
て
立
案
、
寅
施
さ
れ
た
の

で
あ
っ
て
、
劉
フ
ラ
ン
ス
戦
が
天
津
篠
約
の
締
結
(
一
八
八
五
年
六
月
九
日
)
に
よ
り
終
結
す
る
と
、
今
度
は
そ
の
制
滅
が
は
か
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
七
月
一
日
の
上
識
は
、
西
太
后
の
誌
旨
を
受
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
将
軍
・
督
撫
に
劃
し
勇
替
の
「
弱
き
を
汰
げ
、
強
き
を
留
め
る
」

ょ
う
命
じ
た
。
勇
経
口
削
減
の
目
的
は
、
表
向
き
に
は
「
鰻
項
を
節
省
し
、
要
需
に
移
作
す
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
各
省
勇
替
の
膿
費
」
を
無

(

必

)

く
す
こ
と
に
置
か
れ
て
は
い
た
が
、
員
の
狙
い
は
、
各
省
に
劃
し
目
標
額
と
し
て
示
し
た
年
額
銀
二
、
三

O
高
雨
を
ま
る
ご
と
京
旗
各
管
の
軍

(

U

)

 

費
に
充
て
る
と
同
時
に
、
戦
後
慮
理
に
多
額
の
費
用
が
か
さ
む
こ
と
を
理
由
に
海
防
支
出
を
縮
減
す
る
貼
に
あ
っ
た
。

戸
部
は
西
太
后
が
琵
旨
で
示
し
た
軍
縮
の
方
向
に
同
調
し
、
李
鴻
一
章
に
制
到
し
攻
勢
を
か
け
た
。
李
に
迭
ら
れ
た
戸
部
の
苔
文
は
、
直
隷
練
軍

へ
の
月
前
回
寓
七
五

O
O雨
、
及
び
追
加
募
集
し
た
勇
営
へ
の
月
鶴
八
高
ニ

0
0
0雨
の
負
携
に
つ
い
て
、
光
緒
一

一
年
八
月
か
ら
三
箇
月
分

を
、
戸
部
に
代
わ
っ
て
李
鴻
章
が
直
隷
海
防
摘
較
か
ら
負
措
せ
よ
と
い
う
も
の
で
、
西
太
后
の
誌
旨
よ
り
遥
か
に
巌
し
い
内
容
で
あ
っ
た
。
此

慮
で
戸
部
が
提
示
し
た
軍
費
負
携
の
放
棄
に
劃
し
、
李
鴻
-
章
は
、
こ
れ
ら
の
軍
隊
が
一「
専
ら
部
前
を
指
じ
て
命
脹
と
震
す
」
と
述
べ
て
反
劃
し

た
。
海
防
摘
稔
へ
の
負
鎗
轄
嫁
に
つ
い
て
も
、
海
防
措
職
に
よ
る
牧
入
は
「
専
ら
北
洋
水
師
経
費
に
抵
て
る
」
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

ω各
省

関
か
ら
の
輩
金
鉄
解
問
題
の
未
解
決
、

ω大
小
船
艇
・
水
陸
軍
・
ド
ッ
ク

・
水
雷
・
魚
雷
管
・
砲
蓋
・
撃
堂
・
防
管
・
電
報
等
に

E
額
の
経
費

が
必
要
、
川
w劉
併
戦
時
に
緊
急
に
購
入
し
た
兵
器
類
の
代
金
支
携
い
に
必
要
、

ωド
イ
ツ
か
ら
織
甲
艦
を
含
め
た
軍
艦
三
隻
が
天
津
に
到
着

し、

E
額
の
維
持
費
が
必
要
、
と
述
べ
た
上
で
、
「
今
、
戸
部
忽
ち
摘
款
を
賂
て
直
隷
練
軍
及
び
海
防
添
募
各
軍
の
月
蝕
に
援
抵
せ
ん
と
す
る
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は
、
未
だ
深
悉
せ
ざ
る
に
似
た
り
」
と
し
て
、
難
色
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
直
隷
練
軍
へ
の
月
前
回
高
七
五

O
O雨
に
つ
い
て
は
、
従
来
通
り

八
月
分
か
ら
の
迭
金
を
請
願
し
、
海
防
の
た
め
増
強
し
た
各
軍
へ
の
月
前
八
高
二

O
O
O雨
に
つ
い
て
も
、
従
来
通
り
八
月
・
九
月

・一

O
月

(

必

)

分
の
迭
金
を
行
う
よ
う
請
願
し
た
。

こ
う
し
た
李
鴻
-
章
の
請
願
に
劃
す
る
戸
部
の
返
答
は
、
直
隷
練
軍
の
月
前
に
つ
い
て
は
、

八
月
分
の
迭
金
を
行
う
と
し
て
、

一
部
を
承
認
し

た
も
の
の
、
追
加
募
集
し
た
各
軍
の
軍
制
に
つ
い
て
は
、

八
月

・
九
月
・
一

O
月
の
三
箇
月
分
は
支
給
す
る
が
、

そ
の
後
迅
速
に
軍
隊
そ
の
も

の
を
解
散
す
る
こ
と

ま
た
直
隷
省
が
牧
め
た
揖
職
銀
に
つ
い
て
は

「麿
に
月
を
按
じ
て
部
に
報
じ
、
聴
候
し
て
指
援
す
ベ
し
」
と
し
、
戸

部
に
報
告
を
行
い
、
指
示
を
待
っ
て
支
出
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
支
出
の
凍
結
を
指
示
し
た
。
何
れ
も
、
李
鴻
章
に
と
っ
て
一
層
厳
し
い
封
鹿

(

必

)

を
迫
る
内
容
で
あ
っ
た
。
し
か
し
李
鴻
章
は
先
の
上
奏
文
で
の
主
張
を
繰
り
返
す
し
か
な
く
、
全
く
の
守
勢
に
回
っ
た
。

更
に
一

O
月
二
八
日
に
は
、
海
防
掴
そ
の
も
の
の
停
止
を
建
議
し
た
戸
部
の
上
奏
が
裁
可
さ
れ
、
海
防
費
削
減
に
向
け
た
攻
勢
が
強
め
ら
れ

た
。
そ
の
上
奏
文
の
中
で
、
戸
部
は
、
掲
聡
は
ほ
ん
ら
い
緊
急
の
際
に
一
時
的
に
質
施
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
海
防
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
今

回
の
摘
職
も
、
針
フ
ラ
ン
ス
戦
が
終
結
し
、
海
防
の
緊
急
性
が
既
に
薄
れ
た
現
在
、
例
外
で
な
い
こ
と
。
導
入
の
際
に
取
り
決
め
ら
れ
た
一
年

の
期
日
ま
で
、
時
開
的
に
遠
く
な
い
こ
と
を
奉
げ
て
、
海
防
措
停
止
の
根
擦
と
し
た
。
ま
た
戸
部
は
、
各
省
か
ら
迭
ら
れ
る
べ
き
財
務
報
告
書
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が
、
遅
延
し
た
り
、
杜
撰
な
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
か
ら
、

(
印
〉

戸
部
に
迭
付
す
る
よ
う
各
省
督
撫
に
命
じ
る
こ
と
を
求
め
た
。

一
年
聞
の
期
日
を
終
え
て
か
ら
二
箇
月
以
内
に
報
告
書
を
作
成

し

こ
の
戸
部
の
建
議
は
裁
可
さ
れ
た
が

こ
れ
に
封
し
李
鴻
章
は
上
奏
文

「
裁
遁
新
営
停
領
部
前
摺
」

(
一
一
月
二
七
日
)
を
提
出
し
、

西
太
后
の
指
令
通
り
、
戸
部
が
負
携
し
て
き
た
年
額
九
八
寓
四

O
OO
南
の
う
ち

し
か
し
残
り
の
六
八
高
四

O
O
O雨
に
つ
い
て
は
、
織
甲
艦
の
追
加
購
入
と
海
軍
兵
士
の
募
集
と
養
成
に
備
え

(

日

)

る
た
め
、
海
軍
街
門
を
経
由
し
て
迭
金
を
縫
績
し
て
も
ら
え
る
よ
う
請
願
し
、
自
主
的
財
源
と
し
て
部
分
的
な
存
績
を
園
ろ
う
と
し
た
が
、
果

た
せ
な
か
司
た
。

三
O
高
雨
の
援
出
を
認
め
た
。



同

海
軍
街
門
の
創
設
を
め
ぐ
っ
て

海
軍
街
門
は
、
清
併
戦
後
の
善
後
措
置
と
し
て
創
設
さ
れ
た
海
軍
事
門
機
関
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
南
北
に
分
散
し
て
い
た
防
衛
瞳
制
を
集

(

臼

)

擢
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
戸
部
は
そ
の
創
設
を
機
に
、
南
北
洋
海
防
経
費
を
共
に
海
軍
街
門
へ
移
管
す
る
よ
う
護
議
し
、
こ
れ
が
貫
施
さ
れ

(

臼

〉
た
。
北
洋
海
防
経
費
が
規
定
額
通
り
に
迭
金
さ
れ
る
こ
と
は
無
く
、
そ
う
し
た
事
態
が
改
善
さ
れ
る
見
込
み
も
全
く
無
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
は
財
政
基
盤
の
脆
弱
な
李
鴻
章
に
と
っ
て
、
な
お
有
力
な
自
主
的
財
源
で
あ
ア
た
。
一
例
を
奉
げ
る
と
、
漸
江
巡
撫
劉
乗
嘩
(
安

第

九

三

結

よ

り

一

年

間

留

保

す

る

こ

と

を

認

め

て

ほ

し

い

と

の

請

願

を

行

い

、

そ

し

て

断

江

開

か

ら

は

第

九

三

結

(
光
緒
九
年
九
月
一
日
J
一
一
一
月
一
一
一
日
〉
、
第
九
四
結
〈
J
一

O
年
一
一
一
月
五
日
)
、
第
九
五
結
(
J
閏
五
月
五
日
〉
に
、
そ
れ
ぞ
れ
四
高
一

O
O
O雨
、
一

そ
の
同
額
が
北
洋
海
防
経
費
と
し
て

フ
ラ
ン
ス
軍
と
の
戦
闘
に
向
け
た
海
防
の
た
め
の
財
源
と
し
て
、
新
海
闘
の
負
捨
す
る
南
洋
海
防
経
費
を

(

日

)

戸
部
か
ら
認
可
さ
れ
た
。

徽
省
虚
江
田
柄
出
身
の
准
系
官
僚
)
は
、

高
四
九
九
六
雨
、
一
高
六
六
九
九
雨
が
南
洋
海
防
経
費
と
し
て
留
保
さ
れ
た
が
(
第
九
六
結
は
史
料
飲
)
、

(
白
山
〉

迭
金
さ
れ
て
お
り
、
依
然
規
定
額
に
満
た
な
い
も
の
の
李
鴻
章
へ
の
迭
金
を
縫
績
す
る
姿
勢
を
堅
持
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
注
目
に
値
す

る
。
何
故
な
ら
李
鴻
章
に
と
っ
て
同
じ
准
系
に
属
す
る
官
僚
か
ら
の
迭
金
が
、
比
較
的
信
頼
で
き
る
財
源
で
あ
「
た
こ
と
が
分
か
る
か
ら
で
あ

る
。
南
北
洋
海
防
経
費
が
海
軍
街
門
へ
移
管
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
李
鴻
章
に
忠
寅
な
こ
う
し
た
金
脹
は
分
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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海
軍
街
門
が
創
設
さ
れ
る
に
際
し
、
李
鴻
章
は
舎
蹄
大
臣
に
就
任
し
、
総
理
海
軍
大
臣
の
醇
親
王
突
譲
に
次
ぐ
地
位
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

先
行
研
究
を
見
る
と
、
「
責
際
の
海
軍
の
大
擢
勢
は
、
李
鴻
章
の
手
中
に
握
ら
れ
た
」
と
し
て
、
李
の
権
勢
媛
大
を
促
進
す
る
挺
子
の
役
割
を

(

臼

〉

果
た
し
た
と
捉
え
る
見
方
が
有
力
な
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
述
し
た
通
り
、
海
軍
街
門
は
李
鴻
章
か
ら
北
洋
海
軍
経
費
を
奪
っ
た
。
そ
し

て
、
「
論
援
款
歓
解
」
『
海
軍
函
稿
』
巻
四
、
頁
十
八
J
二
O
、
に
、

蛮
に
北
洋
海
軍
経
費
を
以
て
奏
定
せ
る
章
程
に
照
ら
し
、
鎮
遠
雄
一
寸
の
入
船
俸
制
及
び
煤
修
等
の
銀
を
し
て
海
軍
衛
門
に
赴
き
請
領
す
る
を

除
く
の
外
、
其
徐
の
歳
毎
の
各
船
俸
制
及
び
工
需
雑
費
は
、
均
し
く
北
洋
由
り
期
を
先
ん
じ
て
一
板
佑
し
、
海
軍
衛
門
に
苔
請
し
、
各
省
よ

823 
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り
閲
・
輩
税
を
指
援
せ
し
め
、
北
洋
に
径
解
し
て
鷹
用
せ
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
李
鴻
-
章
が
先
ず
あ
ら
か
じ
め
海
防
費
の
見
積
り
を
算
定
し
て
海
軍
街
門
に
申
請
し
、

そ
れ
を
受
け
た
海
軍
街
門
が
各
省
聞
に

(

幻

)

命
じ
て
、
選
金
さ
せ
、
海
軍
街
門
を
経
由
し
て
天
津
に
供
給
さ
れ
る
と
い
う
制
度
上
の
手
績
き
が
必
要
と
な
っ
た
。
海
軍
建
設
へ
の
資
金
運
用
に

(
回
〉

際
し
、
李
鴻
章
に
委
譲
さ
れ
て
い
た
財
政
権
は
、
も
は
や
李
鴻
章
の
手
中
に
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

四

戸
部
に
よ
る
部
駁
と
李
鴻
章
の
覆
奏

前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
戸
部
に
よ
る
地
方
へ
の
財
政
統
制
強
化
の
動
き
は
、
既
に
清
傍
戦
争
期
に
お
い
て
見
ら
れ
、
北
洋
艦
隊
建

(

印

)

設
費
に
抵
燭
し
た
李
鴻
-
章
一
と
の
針
立
が
表
面
化
し
て
い
た
。
戸
部
は
更
に
、
一
八
八
六
年
一
月
三
日
〈
光
緒
二
年
二
月
二
九
日
)
光
緒
一
帝
一
の

〈

印

)

(

町

山

)

師
と
し
て
も
知
ら
れ
る
翁
同
鯨
を
戸
部
向
書
に
頂
き
、
一
連
の
部
駁
を
提
出
し
て
、
北
洋
海
軍
経
費
へ
の
介
入
を
行
い
、
李
鴻
章
と
の
論
戦
を

(

臼

)

戸
部
が
行
っ
た
部
駁
に
つ
い
て
は
、
基
本
史
料
の
『
李
鴻
章
奏
稿
』
に
は
、
次
の
三
件
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
敷
字
の
計
算
が
合
わ
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展
開
さ
せ
た
。

な
い
箇
所
も
散
見
す
る
が
、
史
料
に
記
述
さ
れ
た
も
の
に
手
を
加
え
る
こ
と
は
し
な
い
。

ω
「
覆
陳
部
駁
海
防
報
錯
摺
」

(
一
八
八
六
年
五
月
一
一
一
一
目
、
光
緒
一
二
年
四
月
一

O
日
)

『
李
鴻
章
奏
稿
』
巻
五
七
。

ω
「
覆
奏
海
防
経
費
部
駁
各
款
摺
」

(
一
八
八
九
年
四
月
二
四
日
、
光
絡
一
五
年
三
月
二
五
日
)

『
李
鴻
章
奏
稿
』
拳
六
五
。

ω
「
覆
奏
部
駁
海
防
経
費
摺
」

(
一
八
八
九
年
一
一
月
二
九
日
、
光
緒
一
五
年
一
一
月
七
日
)

『
李
鴻
章
奏
稿
』
巻
六
六
。

ω
「
覆
陳
部
駁
海
防
報
鋪
摺
」
は
、
光
緒
元
年
か
ら
六
年
(
一
八
七
五
か
ら
八
O
年
)
ま
で
の
北
洋
海
防
報
錦
案
に
つ
い
て
、
戸
部
が
行
っ
た

部
駁
に
劃
す
る
李
鴻
章
側
の
覆
奏
で
あ
る
。
戸
部
が
苔
文
で
指
摘
し
た
問
題
貼
は
、
大
要
次
の
五
黙
で
あ
ア
た
。



ω按
察
使
丁
蕎
昌
の
薪
水
は
月
額
二

O
O雨
、
道
員
鄭
藻
如
・
許
鈴
身
は
い
ず
れ
も
月
額
一

O
O雨
、
知
豚
陸
爾
護
は
月
額
五

O
雨
と
あ

る
。
提
督
丁
汝
昌
は
月
額
一

O
O南
と
あ
る
が
、
の
ち
一
五

O
南
に
増
額
し
て
い
る
。
湯
撃
劉
歩
燐
は
月
額
五

O
雨
で
あ
る
が
、
の
ち
一

0
0南
に
増
額
し
て
い
る
。
準
援
す
べ
き
先
例
や
規
定
が
無
く
、
記
録
さ
れ
た
奏
報
も
な
い
の
で
、
何
れ
も
比
較
調
照
し
て
減
給
す
る
こ

とω天
津
に
移
動
し
た
登
柴
水
師
艇
船
に
支
給
さ
れ
た
公
費
月
額
一

O
O南
は
、
移
動
時
に
報
告
が
な
く
、
戸
部
に
も
報
告
さ
れ
て
い
な
い
の

で
、
支
出
額
を
算
定
す
る
材
料
が
な
い
。

ω直
隷
提
督
李
長
楽
の
親
兵
小
隊
が
支
出
し
た
銀
教
は
准
軍
馬
陵
章
程
と
符
合
す
る
が
、
加
報
に
は
馬
像
の
字
が
無
い
。
別
に
馬
陵
と
し
て

二
四
名
と
あ
り
、
親
丘
ハ
が
馬
陵
で
あ
る
の
か
、
分
か
ら
な
い
。
馬
隊
を
按
じ
て
砲
費
一
項
を
支
給
で
き
な
い
。

川
刊
新
城
の
練
軍
は
一
一
一
ポ
ン
ド
・
ク
ル

γ
プ
式
元
込
め
砲
一
六
門
を
使
用
し
、

何
時
定
め
ら
れ
た
の
か
。

一
門
に
つ
き
砲
費
が
月
額
六
南
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
章
程
に

制
砲
船
公
所
の
司
事
一
名
の
月
給
は
一

O
雨
、
夫
役
四
名
の
月
給
が
一
人
に
つ
き
三
南
六
鏡
、

が
、
ど
の
章一
程
に
基
づ
い
て
支
給
し
た
の
か
。

月
需
紙
張
油
燭
等
項
に
月
額
六
雨
と
あ
る

-125一

以
上
の
よ
う
に
戸
部
が
問
題
と
し
た
の
は
、
第

一
に
、
支
出
に
際
し
て
準
援
す
べ
き
規
則
が
有
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
れ
に
則
っ
て
支
出

さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
で
あ
り

(ωω
伺
〉
、
第
二
に
、
李
鴻
章
の
提
出
し
た
報
告
書
の
記
載
が
不
明
瞭
で
あ
っ
た
り
、
漏
れ
が
存
在
す
る

(ω

ω〉
と
い
う
二
貼
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
射
し
李
鴻
章
は
、
線
論
的
に
衣
の
よ
う
に
答
え
た
。

北
洋
は
、
光
緒
元
年
(
一
八
七
五
年
〉
よ
り
旨
に
遣
い
海
軍
の
建
設
を
貫
施
し
、
洋
務
の
人
材
を
求
め
、
新
式
の
利
器
を
探
し
て
購
入
し
、

以
て
各
省
を
唱
導
し
た
。
嘗
時
は
未
だ
仕
組
み
が
備
わ
っ
て
お
ら
ず
、
準
援
す
べ
き
慣
例
や
先
例
は
無
か
っ
た
。
西
洋
の
海
軍
は
世
界
で

825 
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最
も
強
力
で
あ
る
。
中
闘
が
自
強
を
望
む
の
な
ら
、
必
ず
西
法
に
倣
い
、
損
盆
を
劃
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
支
出
の
各
項
も
、

--
0・-

ふ
j
、す
J

能
力
に
雁
じ
て
仕
事
を
授
け
、
寅
際
に
使
用
し
、
質
際
に
消
費
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
光
緒
元
年
、
戸
部
と
線
理
各
園
事
務
街
門

が
共
同
で
、
南
北
洋
海
防
経
費
を
支
出
さ
せ
て
戴
く
こ
と
に
な
?
に
が
、

上
奏
文
に
は
、
た
だ
督
掛
大
臣
か
ら
線
署

・
戸
部
に
劃
し
、
費

目
と
金
額
を
苔
文
に
て
報
告
し
、
子
細
に
調
査
を
お
こ
な
う
と
言
う
だ
け
で
、
嘗
初
は
何
ら
立
案
し
支
出
細
目
を
分
け
る
と
の
文
は
無
か

司
た
(
『
李
鴻
章
奏
稿
』
巻
五
七
、
頁
一
五)。

こ
こ
で
李
鴻
章
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
海
軍
建
設
が
、
そ
の
先
騒
性
の
放
に
先
例
の
無
い
紋
況
で
開
始
し
た
こ
と
、
南
北
洋
海
防
経
費
の
新

た
に
導
入
さ
れ
た
際
、
嘗
初
か
ら
そ
も
そ
も
準
援
す
べ
き
明
確
な
規
定
は
存
在
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
績
い

て、

お
そ
ら
く
海
防
策
を
貫
施
し
、
軍
艦
を
建
造
す
る
一
切
の
費
目
は
、
他
項
の
軍
需
と
比
較
で
き
な
い
だ
ろ
う
し
、
遁
例
を
以
て
規
準
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

お
よ
そ
費
目
の
額
に
つ
い
て
は
、
抑
制
す
る
中
に
も
、
貫
際
の
役
に
立
つ
こ
と
を
追
求
し
、

そ
の
都
度

-126ー

見
計
ら
っ
て
支
出
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
本
来
、
他
の
案
件
や
他
省
に
お
い
て
規
則
通
り
行
わ
れ
る
よ
う
な
事
柄
で

は
な
い
に
し
て
も
、
集
鐙
に
濫
用
す
る
こ
と
な
ど
決
し
て
あ
り
ま
す
ま
い
(
『
李
鴻
章
奏
稿
』
巻
五
七
、
頁
一
五
J
一
六)。

と
述
べ
、
海
軍
建
設
に
必
要
な
資
金
は
他
の
軍
事
支
出
と
は
比
較
が
で
き
る
よ
う
な
通
例
が
存
在
し
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
だ
か
ら

と
言
っ
て
、
寅
際
の
運
用
に
際
し
て
は
、
恋
一
意
的
な
こ
と
は
決
し
て
行
っ
て
い
な
い
と
言
う
。
李
鴻
章
は
更
に
績
い
て
、
各
論
に
つ
い
て
、
戸

部
に
反
論
を
行
う
。

ωに
つ
い
て
李
鴻
章
は
、
薪
水
を

「委
員
が
公
務
を
執
行
す
る
震
に
必
要
な
も
の
」
と
捉
え
、

し
て
、
先
ず
李
鴻
章
な
り
の
規
準
を
示
し
た
。
績
い
て
、

北
洋
の
海
防
は
事
情
が
煩
雑
で
、
各
園
海
軍
の
制
度
に
熟
諌
し
、
外
交
交
渉
の
事
宜

を
熟
知
す
る
者
で
な
け
れ
ば
勤
ま
ら
な
い
。
一
該
員
等
が
海
ロ
を
往
来
し
、
水
陸
を
行
き
来
し
、
洋
勝
と
連
絡
す
る
震
の

一
切
の
舟
車
薪
夫
は
、

内
地
の
防
務
の
差
使
よ
り
緩
や
か
に
支
出
す
べ
き
で
、
給
輿
も
数
倍
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
劃
酌
し
て
優
遇
す
べ
き
で
あ
る
。
前
按
察
使
司
書

「綿
て
仕
事
の
繁
簡
に
よ
り
決
定
す
る
」
と



昌
は
、

一
人
で
敷
職
を
乗
務
し
、

一
職
で
数
事
を
任
じ
、
僅
か
に
一
人
分
の
薪
水
で
執
務
す
る
と
い
う
困
難
に
耐
え
て
い
た
。
現
在
既
に
物
故

し
て
お
り
、
事
後
に
減
俸
し
追
徴
す
る
と
い
う
の
は
、
公
に
因
り
累
を
受
け
る
こ
と
で
そ
の
人
の
身
に
な
っ
て
考
え
る
と
適
切
な
措
置
で
は
な

い
。
そ
の
他
の
員
弁
も
皆
事
情
は
同
じ
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
戸
部
が
、
準
援
す
べ
き
俸
給
規
定
が
存
在
し
な
い
上
、
報
告
も
な
さ
れ
ず

恋
意
的
な
給
輿
水
準
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
問
う
た
の
に
劃
し
、
北
洋
の
海
防
を
措
う
ス
タ
γ

フ
の
専
門
性
の
故
に
、

そ
の
給

興
支
出
に
は
柔
軟
性
を
持
た
せ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
及
び
一
人
で
数
職
を
兼
任
し
て
い
る
と
い
う
事
情
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
等
を
奉
げ
て
い

た。

ωに
つ
い
て
、
李
鴻
章
は
、
登
柴
水
師
の
艦
艇
九
隻
へ
の
月
額
一

O
O南
の
支
給
は
「
練
船
之
制
を
佑
照
」
し
た
と
述
べ
、
準
接
し
た
規
定

の
存
在
を
明
確
に
し
、

ま
た

ωに
つ
い
て
も
、
直
隷
提
督
李
長
楽
が
募
集
し
た
親
兵
は
、
も
と
も
と
小
編
成
の
馬
隊
で
、
薪
糧
撞
一
す
項
は
す
べ
て

進
軍
馬
陵
章
程
に
照
ら
し
て
支
給
し
て
い
る
。
加
内
に
馬
陵
の
字
、が
無
い
の
は
未
だ
明
暗
に
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
別
の
馬
兵
二
四
名

は
、
李
提
督
が
募
集
し
た
馬
陵
に
は
属
さ
な
い
、
と
答
え
た
。
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部
駁
の
封
象
と
な
っ
た
時
期
と
、
海
軍
街
門
設
置
後
の
情
況
と
の
相
違
が
見
て
と
れ
る
の
は
、

ωと
伺
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ωに
つ
い
て
李

鴻
章
一
は
、
こ
の
六
南
の
支
出
額
は
「
購
入
し
た
各
砲
位
が
到
着
し
た
後
、
毎
月
寅
際
に
必
要
と
し
た
油
紗
器
料
等
項
の
費
用
に
照
ら
し
、
随
時

ま
た
新
章
以
前
に
は
先
ず
戸
部
に
報
告
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
現
に
既
に
別
に
専
摺
を
作
成

に
割
酌
し
て
決
定
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
り
、

し
て
、
補
足
を
行
っ
た
、
と
述
べ
た
。
こ
こ
で
李
鴻
章
は
、
準
援
す
べ
き
規
定
に
副
っ
て
支
出
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
貫
際
に
必
要
と
し
た
費

用
か
ら
算
出
し
た
額
で
あ
る
と
主
張
し
、
李
鴻
章
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
し
た
貼
は
伺
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
砲

船
公
所
の
司
所
・
夫
役
の
月
支
薪
費
工
食
銀
雨
は
、
軍
火
と
の
関
係
が
重
く
且
つ
遠
き
に
至
り
、
海
演
で
食
物
の
債
格
は
騰
貴
し
て
い
る
。
必

要
な
薪
工
は
他
項
と
は
比
較
し
難
い
、
と
の
剣
断
か
ら
、
弾
力
的
に
運
用
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

李
鴻
-
章
は
最
後
に
、
「
事
行
う
べ
き
に
属
す
」
と
し
、
支
出
す
べ
き
鰹
費
と
し
て
八
九
八
四
南
六
銭
五
分
四
麓
四
章
一
忽
一
微
五
織
を
算
定
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し

「
委
員
の
薪
水
等
の
経
費
は
、

事
同

一
律
で、

均
し
く
賞
際
に
使
用
し
、

事
寅
を
報
告
し
て
お
り
ま
す
。

準
援
す
べ
き
規
定
が
無
く
と
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(

臼

)

も
、
誤
魔
化
し
は
絶
割
に
あ
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
、
戸
部
に
敷
命
を
下
し
て
全
額
を
支
出
さ
せ
る
よ
う
請
願
し
て
、
こ
の
覆
奏
を
し
め
く
く

(
臼
)

っ
た
。
そ
の
結
果
、
李
鴻
章
の
請
願
を
受
け
入
れ
る
旨
が
下
さ
れ
、
戸
部
も
こ
れ
を
了
承
し
た
。

ω
「
覆
奏
海
防
経
費
部
駁
各
款
摺
」
は
、
光
緒
九
年
及
び
一

O
年
の
二
年
聞
の
北
洋
海
防
経
費
報
錦
の
各
経
費
に
闘
す
る
戸
部
の
部
駁
に
相
到

し
、
李
鴻
章
が
支
麿
局
司
道
の
調
査
結
果
を
基
に
逐
一
反
論
し
た
覆
奏
で
あ
る
。
全
部
で
一
一
項
目
に
及
ぶ
長
大
な
も
の
で
あ
り
、

ωよ
り
も

準
か
に
煩
墳
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
南
者
の
主
張
の
そ
の
大
要
を
併
せ
て
紹
介
す
る
。

ω天
津
か
ら
ド
イ
ツ
へ
洋
行
し
た
職
人
属
玉
順
等
四
名
の
渡
航
費
と
し
て
、
一
一
六
二
雨
零
の
支
出
が
既
に
戸
部
か
ら
な
さ
れ
た
。
と
こ
ろ

が
光
緒
一

一
年
分
の
報
告
書
で
扱
わ
れ
る
闘
闘
費
用
の

一
二
七
七
雨
零
に
つ
い
て
、
一
一

O
徐
雨
を
超
過
分
と
見
て
削
減
し
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
を
知
っ
た
李
鴻
章
は
、
光
緒
一

O
年
八
月
に
こ
の
職
人
が
開
園
す
る
に
際
し
、
フ
ラ
ン
ス
と
ベ
ト
ナ
ム
聞
に
有
事
が
護
生
し
た

一
二
七
七
南
八
銭
二
分
八
輩
九
事
の
全
額
を
支
給
す
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
求
め
た
。
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た
め
船
舶
の
運
賃
が
高
騰
し
た
た
め
渡
航
費
が
増
し
た
の
で
あ
る
が
、
事
買
を
基
に
十
一
年
度
分
の
報
告
に
組
み
込
ん
だ
と
述
べ
、
こ
の

ω大
泊
水
雷
管
が
管
理
す
る
柴
草
に
つ
い
て
は
、
以
前
覆
奏
し
、
光
緒
一
四
年
正
月
よ
り
支
出
が
停
止
さ
れ
る
も
の
の
、
既
に
支
出
さ
れ
た

分
は
規
則
通
り
に
支
出
さ
れ
る
よ
う
請
願
し
た
が
、
こ
れ
が
裁
可
さ
れ
、
先
例
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
既
に
柴
草
費
と

て
支
出
慣
の
七
南
九
銭
七
分
四
竃
の
全
額
を
支
給
す
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
求
め
た
。

ω北
塘
・
山
海
開
・
旋
順
の
各
水
雷
管
の
薪
糧
等
費
に
つ
い
て
、
戸
部
は
、
大
泊
告
に
は
水
雷
庫
を
管
理
す
る
官
員
・
庫
書
の
名
目
が
無
い

こ
と
か
ら
、
そ
の
月
給
銀
南
と
日
給
柴
草
の
全
額
を
削
減
し
、
管
帯
・
鷲
帯
も
同
様
に
、
こ
の
先
例
に
照
ら
し
て
柴
草
を
削
減
す
る
。
そ

の
制
減
額
の
合
計
は
、
六
七
二
雨
九
銭
四
分
六
喜
一
線
一
忽
八
微
と
す
る
と
し
た
の
に
針
し
、
李
鴻
章
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
水

雷
は
海
防
の
利
器
で
あ
り
、
敷
が
非
常
に
多
く
、
各
替
は
地
理
的
に
も
極
め
て
贋
域
に
わ
た
る
の
で
、
必
ず
倉
庫
を
設
置
し
て
適
切
に
保

管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
慎
重
を
期
し
て
庫
官
各
一
名
・
庫
書
各
一
名
の
増
員
を
行
っ
た
。
大
詰
雷
管
も
、
も
と
も
と
増
員
を



一
果
請
し
て
い
た
が
、
そ
の
人
員
の
薪
糧
が
北
塘
等
と
比
較
す
る
と
既
に
多
額
で
あ
り
、
増
員
は
不
適
切
で
あ
っ
た
の
で
、
浪
費
に
な
ら
ぬ

よ
う
自
主
的
に
手
段
を
設
け
て
封
虚
し
た
。
北
塘
・
山
海
開
・
放
順
三
慮
の
水
雷
管
に
つ
い
て
は
、

大
治
雷
管
章
程
に
照
ら
し
て
酌
量

し

増
員
し
た
の
で
あ
っ
て
、
庫
官
・
庫
書
の
薪
糧
は
増
額
と
な
っ
た
が
、
一
箇
月
嘗
た
り
の
総
額
は
大
出
と
比
べ
依
然
と
し
て
少
な

い
。
管
帯
・
智
稽
の
柴
草
に
つ
い
て
は
、
光
緒
一
四
年
か
ら
削
減
し
て
も
ら
い
た
い
。
以
上
に
つ
い
て
、
六
七
二
南
九
銭
四
分
六
喜
一
紘

一
忽
八
微
の
全
額
を
支
給
す
る
こ
と
を
認
め
て
戴
き
た
い
。

ω登
築
水
師
の
艇
船
に
お
け
る
官
二
名
・
水
長
一
名
に
つ
い
て
、

戸
部
は
一

O
三
三
南
二
銭
を
削
減
し
よ
う
と
す
る
の
に
封
し
、
李
鴻
章

は
、
こ
の
艇
船
に
は
、
光
緒
六
年
(
一
八
八

O
年
〉
八
月
の
時
貼
で
、
地
問
丘
ハ
が
三
一

O
名
お
り
、
敬
練
や
水
夫
に
は
武
員
が
二
名
、
兵
が

一
二
五
名
い
た
。
光
緒
七
年
に
鍛
甲
艦
を
護
注
し
た
た
め
、
水
兵
を
致
め
準
備
す
る
必
要
が
生
じ
た
が
、
習
得
す
べ
き
専
門
技
術
が
煩
雑

で
重
大
な
の
で
、
官
二
名
、
水
長
一
名
を
涯
遣
し
、
班
を
分
け
て
教
練
し
た
。
一
一
年
九
月
に
織
甲
艦
に
配
属
さ
せ
た
後
、
艇
船
の
薪
糧

は
支
給
停
止
と
な
り
、
数
人
を
増
員
し
た
も
の
の
、
一

O
O徐
名
の
兵
丁
は
全
員
が
寅
際
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
浪
費
で
は
な
い
。
以
上

は
既
に
覆
奏
し
て
全
額
の
支
給
が
認
め
ら
れ
て
い
る
、
と
主
張
し
た
。
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ω放
順
と
威
海
に
あ
る
二
つ
の
煤
廠
、
及
び
水
師
の
子
弾
火
薬
等
庫
の
司
事
人
等
の
薪
糧
に
つ
い
て
、
戸
部
は
大
詰
砲
船
公
所
司
事
一
入
賞

た
り
の
月
額
一

O
南
を
規
準
に
し
て
、
現
在
の
月
額
一
一
一
両
か
ら
二
南
を
削
減
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
合
計
一
四
一
雨
九
銭
九
分
九
輩
九
喜

八
紙
二
忽
一
徴
五
織
を
削
減
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
封
し
李
鴻
章
は
、
大
詰
砲
船
公
所
章
程
の
規
準
額
よ
り
二
雨
を
多
く
支
給
し
て
い

る
理
由
は
、
事
務
量
の
多
さ
と
食
料
費
の
高
さ
に
あ
り
、
決
し
て
冗
費
で
は
な
い
。
ま
た
、
海
軍
街
門
の
奏
定
し
た
北
洋
海
軍
章
一
程
司
事

在
岸
嘗
差
銀
一
二
雨
と
も
符
合
し
て
い
る
、
と
し
て
全
額
の
支
給
を
認
め
る
よ
う
求
め
た
。

例
休
暇
を
求
め
た
知
府
徐
建
寅
に
代
わ
っ
て
天
津
機
器
局
舎
開
に
道
員
高
齢
樟
麟
を
涯
遣
し
た
が
、
徐
建
貨
の
薪
水
五

O
雨
に
照
ら
し
て
支
給

す
べ
き
な
の
に
、
薪
水
六

O
商
を
支
給
し
、
そ
の
う
え
公
費
二

O
雨
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
水
増
し
分
を
削
減
す
る
と
、
そ
の
額
は
合
計

二
九
六
雨
三
銭
三
分
三
麓
二
竜
王
紙
五
徴
と
な
る
。
こ
れ
に
封
し
李
鴻
一
章
一
は
、
北
洋
員
弁
の
薪
公
に
つ
い
て
は
「
差
使
を
論
じ
、
官
階
を

829 
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論
じ
な
い
」
(
労
働
の
繁
簡
に
臨
応
じ
た
給
輿
)
と
の
規
準
を
示
し
、
徐
建
寅
が
休
暇
を
求
め
た
後
、
事
務
が
次
第
に
培
え
、
道
員
高
麗
麟
を

涯
遣
し
て
舎
掛
と
し
、
薪
水
を
月
額
一

O
雨
を
加
え
た
。
績
い
て
海
防
各
替
が
必
要
と
す
る
軍
火
が
増
加
し
、
天
津
機
器
局
の
製
造
が
日

一
年
後
に
公
費
二
O
雨
を
加
え
て
薪
水
公
費
八

O
南
と
し
た
の
で
あ
る。

北
洋
の
遁
員
の
薪
公
に
は
月
給
一

0
0

雨
と
一
一
一
一

O
雨
と
が
あ
る
が
、一
該
道
の
月
給
八

O
南
と
い
う
の
は
節
約
の
部
類
に
入
り
、
多
い
と
は
言
え
な
い
と
し
て
、
全
額
の
支
給
を

々
強
化
さ
れ
た
の
で
、

求
め
た
。

別
総
理
街
門
の
調
取
給
童
委
員
陳
文
棋
に
劉
し
、
大
治
船
鳩
給
闘
在
任
中
に
支
給
さ
れ
て
い
た
薪
水
の
月
額
四

O
雨
を
繕
績
し
て
も
ら
い
た

ぃ

。

大

治

船

塙

給

固

の

二

名

に

四

O
雨
を
支
給
せ
ず
、

戸
部
は
、

一
名
に
は
月
額
三

O
雨、

も
う
一
名
に
は

一
六
両
を
支
給
し
て
い
る

が
、
三

O
雨
を
規
準
額
と
す
れ
ば
、
二
九
雨
三
銭
三
分
三
遊
二
基
を
削
減
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
陳
文
棋
は
、
前
曾
梯
一
隅
建
海
彊
事
宜

張
侃
輸
に
随
伴
し
て
一
隅
建
に
赴
任
し
た
さ
い
、
薪
水
の
二
九
雨
三
銭
三
分
三
遊
二
事
を
削
減
さ
れ
た
。
こ
の
合
計
五
八
雨
六
銭
六
分
六
遊

四
喜
の
全
額
を
支
給
し
て
も
ら
い
た
い
。

仙

w
洋
鎗
数
習
の
連
標
の
薪
水
月
額
三

O
南
と
公
費
二

O
雨
に
つ

い
て
、
戸
部
は
、
前
者
は
と
も
か
く
、
公
費
二
O
南
の
支
給
は
認
可
し
難
い

と
し
て
、
五
九
南
三
銭
三
分
三
謹
三
宅
を
削
減
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
射
し
李
鴻
章
は
、
こ
の
教
習
は
薪
水
の
月
額
三

O
雨
を
支
給
さ

つ
い
で
盛
軍
の
教
練
に
涯
遣
さ
れ
て
赴
任
し
、
盛
軍
の
統
領
と
な
っ
た
。

周
盛
俸
は
盛
軍
馬
歩
一

O
徐
管
を
敷
カ
所
に
分
け
て
駐
屯
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れさ
せ
、
一
該
教
習
は
往
返
し
て
教
習
し
、
非
常
に
動
苦
し
て
い
る
。
そ
こ
で
毎
月
、
公
費
銀
二

O
南
を
加
え
て
鼓
勘
し
よ
う
と
し
た
。
該
教

習
は
一
人
で
一

O
除
営
を
教
練
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
一
人
で
数
人
分
を
兼
排
し
て
い
る
。

り
、
三

O
雨
で
は
公
務
を
執
行
す
る
の
も
足
り
な
い
と
し
て
、
全
額
の
支
給
を
求
め
た
。

移
動
の
た
め
の
車
馬
の
費
用
も
多
額
で
あ

同
出
洋
事
沼
田
武
弁
亙
畑
修
の
渡
航
費
及
び
薪
水
と
し
て
一
一
九
七
雨
入
銭

一
分
七
輩
五
毛
七
紙
二
忽
を
支
出
し
、
不
足
を
補
填
す
る
こ
と
を

求
め
る
。

戸
部
は
そ
の
認
可
は
困
難
と
し
、
削
減
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
に
封
し
、
李
鴻
章
は
全
額
の
支
給
を
求
め
た
。

帥
水
師
・
管
輪
雨
事
堂
へ
の
費
用

、

戸

部

は

商

事

堂

へ

の

毎

月

の

費

用

を

一

七

O
O徐
爾
と
見
積
っ
た
上

月
額
一
九

O
一
雨
に
つ
い
て



で
、
原
定
の
一
六

O
O徐
雨
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
費
用
を
削
減
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
度
の
削
減
額
は
、

四
寓
六
一
四
六
雨
に
上

っ
た
。
李
鴻
章
は
、
管
輸
事
堂
は
光
緒
八
年
(
一
八
八
二
年
〉
四
月
に
開
設
さ
れ
た
が
、
規
定
額
を
記
し
た
章
程
が
未
だ
な
か
っ
た
の
で
、

月
額

一
五
O
南
を
支
給
す
る
こ
と
で
一
年
徐
り
試
行
し
た
と
こ
ろ
月
額
五
、
六

O
菌
南
の
不
足
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
水
師
拳

堂
と
と
も
に
一
律
月
額
二

O
O高
両
と
し
た
。
立
案
の
嘗
時
よ
り
約
数
十
寓
雨
が
増
額
さ
れ
た
が
、

て
、
光
緒
九
・
一

0
年
度
分
の
雨
翠
堂
の
費
用
は
削
減
で
き
な
い
と
し
て
、
四
寓
六
一
四
六
南
を
全
額
支
給
す
る
よ
う
求
め
た
。

質
際
に
必
要
な
費
用
で
あ
る
と
し

帥
遁
員
朱
書
鋪
等
に
支
給
し
た
渡
航
費
・
生
活
費
の
総
額
一
八
五
九
雨
九
銭
四
分
一
萱
七
竃
ニ
総
に
つ
い
て
。
そ
の
内
需
は
、
軍
務
を
探
偵

す
る
た
め
贋
西
に
赴
い
た
道
員
朱
蕎
鋪
に
支
給
し
た
二
八
九
南
四
銭
九
分

一
輩
五
事
。
上
海
に
赴
き
南
洋
大
臣
と
と
も
に
フ
ラ
ン
ス
と
交

渉
し
た
直
隷
州
知
州
羅
豊
穂
及
び
随
員
に
劃
し
支
給
し
た
二
四
八
雨
三
銭
二
分
七
萱
三
喜
一
一
称
。
直
隷
州
知
州
羅
豊
緑
及
び
随
員
が
、
果

大
徴
に
伴
い
朝
鮮
に
赴
き
善
後
事
宜
を
協
議
し
た
際
に
支
出
し
た
一
九
二
南
九
銭
九
分
四
麓
三
章
一
一
称
。
繕
詳
の
一
帽
連
が
、
上
海
で
フ
ラ

ン
ス
と
の
交
渉
の
際
に
、
天
津
か
ら
上
海
に
移
動
し
た
渡
航
費
と
し
て
支
給
し
た
四
入
雨
二
銭
四
分
八
輩
六
事
。
元
込
め
砲
の
操
作
法
を
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習
熟
す
る
た
め
天
津
か
ら
一
踊
州
に
赴
い
た
武
弁
王
義
才

・
寅
増
鮮
の
二
名
に
支
給
し
た
渡
航
費
六
八
雨
入
銭
八
分
。
水
雷
を
運
迭
す
る
た

め
雲
南

・
贋
西
に
赴
い
た
布
理
問
・
沈
若
球
及
び
随
員
に
支
給
し
た
三
箇
月
分
の
生
活
費
二
六
二
雨
。
贋
西
に
赴
い
た
都
司
徐
開
元
、
千

葉
李
厚
陸
、
把
綿
杭
洪
輿
の
三
員
に
各
五

O
雨
支
給
し
た
合
計
一
五

O
雨
。
一
隅
建
に
赴
い
た
知
豚
貌
潟
、
参
同
柑
陳
季
同
に
支
給
し
た
放
費

一
三
六
南
二
分
四
輩
。
以
上
の
総
額

一
九
九
五
南
九
銭
六
分
五
輩
七
喜
二
紙
の
全
額
支
出
を
求
め
た
。

戸
部
の
部
駁
は

ωの
時
に
比
べ
取
り
上
げ
た
問
題
が
大
幅
に
増
え
て
い
る
し
、
そ
の
内
容
も
一
一
層
微
細
を
極
め
る
よ
う
に
な
司
た
。
部
駁
を

逼
し
て
行
わ
れ
よ
う
と
し
た
戸
部
の
攻
勢
の
執
助
さ
を
、
例
え
ば
そ
の
数
字
の
正
確
さ
は
置
く
と
し
て
も
、
小
数
貼
以
下
敷
桁
に
も
及
ぶ
計
算

の
細
や
か
さ
一
つ
を
見
て
も
、
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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で
は
戸
部
は
、
部
駁
を
遁
じ
た
介
入
に
成
功
し
、
経
費
削
減
と
い
う
目
的
を
少
し
で
も
達
成
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
李
鴻
章
は
こ
の
覆
奏
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(
臼
〉

の
末
尾
に
お
い
て
、
先
に

ω
「
覆
陳
部
駁
海
防
報
鋪
摺
」
で
提
議
し
た
請
願
が
裁
可
さ
れ
、
戸
部
も
了
解
し
た
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
。
李
鴻
章

の
主
張
を
支
持
す
る
決
裁
が
下
さ
れ
、
今
後
こ
れ
が
前
例
と
な
っ
て
鹿
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
ア
た
の
で
あ
る
か
ら
、
戸
部
の
部
駁
を
め
ぐ
る
政

李

鴻

章

に

と

っ

て

決

定

的

に

有

利

に

な

り

、

急

速

に

勢

い

を

失

う

こ

と

に

な

っ

部
駁
を
逼
じ
た
戸
部
の
財
政
統
制
の
動
き
は
、

治
針
立
は
、

た

ω
「
覆
奏
部
駁
海
防
経
費
摺
」
は
、
光
緒
一
一
・
一
一
一
年
分
の
北
洋
海
防
経
費
報
鋪
に
閲
す
る
戸
部
の
部
駁
に
射
し
反
論
し
た
、
李
鴻
章
一
の

覆
奏
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
戸
部
は
た
だ
の
三
貼
だ
け
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
以
下
で
は
、
李
鴻
章
の
主
張
も
含
め
、
そ
の
大
要
だ
け
紹

介
し
た
い
。

ω武
備
事
堂
が
増
員
し
た
幼
事
生
・
使
役
に
つ
い
て
、
戸
部
は
事
生
五
名
に
つ
き
使
役
一
名
を
充
て
る
と
し
、
増
や
し
た
事
生
数
は
四

O
名

で
あ
る
か
ら
、
増
員
し
た
使
役
一

O
名
は
八
名
に
減
ら
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
五
九
雨
を
削
減
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
封
し
李
鴻
一
章
は
、

増
員
し
た
厚
生
は
皆
、
一
四
、
五
歳
の
幼
少
で
何
も
知
ら
な
い
初
事
者
で
あ
る
か
ら
、
何
事
も
世
話
人
が
必
要
で
あ
っ
て
、
自
分
で
劉
躍

で
き
る
大
拳
生
と
は
事
情
が
異
な
り
、
彼
ら
と
一
律
に
は
で
き
な
い
。
幼
挙
生
四
名
に
公
用
使
役
一
名
で
も
、
不
充
分
で
あ
る
の
で
、
五
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九
雨
全
額
の
支
出
を
-
認
め
る
よ
う
求
め
た
。

ω放
順
口
の
水
陸
軍
械
局
管
理
帳
珊
の
二
員
に
つ
い
て
、
戸
部
は
水
師
統
領
随
帯
員
弁
の
場
合
を
援
用
し
、
月
額
一
六
南
を
ご
一
雨
に
減
額

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
七

O
雨
九
銭
九
分
九
萱
九
竜
を
削
減
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
針
し
李
鴻
章
一
は
、
こ
の
水
師
統
領
随
帯
員
弁
は
稽

査
委
員
と
兼
任
と
な
っ
て
お
り
、
稽
査
委
員
と
し
て
の
薪
水
二
四
雨
に
、
こ
の
一
一
一
雨
を
加
え
た
月
額
三
六
雨
が
買
際
の
報
酬
で
あ
る
。

し
か
し
帳
加
の
二
名
は
、
月
額
一
六
雨
と
し
て
も
、

そ
の
牢
分
に
満
た
な
い
の
で
、
全
額
の
支
出
を
認
め
る
よ
う
求
め
た
。

助
水
師
事
堂
の
経
費
で
あ
る
が
、
光
緒
一
一
、
一
一
一
年
度
分
の
第
三
、
第
四
届
に
お
け
る
考
試
・
駕
欧
・
管
輪
の
各
拳
生
に
支
給
し
た
養
臆

と
、
増
員
し
た
魚
雷
関
係
の
機
器
匠
・
銭
匠
・
泥
模
匠
等
の
辛
工
に
つ
い
て
、
戸
部
は
光
緒
一
一
年
度
よ
り
二

O
O
O雨
を
上
限
と
し
、



こ
の
額
を
超
え
た
分
に
つ
い
て
は
削
減
す
る
と
し
、
こ
れ
に
よ
る
削
減
額
は
二
七

O
五
雨
に
上
っ
た
。
こ
れ
に
劉
し
李
鴻
章
は
、
戸
部
は

ど
の
項
目
を
削
減
す
る
の
か
を
指
定
し
て
は
い
な
い
が
、
も
と
よ
り
削
減
す
べ
き
項
目
は
な
い
。
毎
月
の
薪
水
・
辛
工
・
飯
食
公
費
一
七

二
六
雨
と
、
増
員
し
た
魚
雷
機
器
匠
三
名
の
月
給
二
七
雨
を
合
計
す
る
と
、
月
額
一
七
五

O
徐
南
と
な
る
。
残
っ
た
二
百
数
十
雨
で
は
、

事
生
一
二

O
名
の
贈
銀
を
支
排
う
の
に
不
足
し
て
い
る
。
事
生
に
毎
月
支
給
す
る
贈
銀
は
断
じ
て
削
減
し
難
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
二
八

八
一
雨
九
銭
九
分
九
輩
九
事
の
支
出
を
認
め
る
よ
う
求
め
た
。

お

わ

り

tこ

以
上
の
通
り
本
稿
で
述
べ
た
内
容
を
最
後
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

第
一
に
、
李
鴻
章
の
擢
勢
が
最
も
高
ま
っ
た
時
期
は
、

一
八
七
九
年
二
一
月
に
海
軍
建
設
に
閲
す
る
意
思
決
定
権
と
財
政
権
を
委
譲
さ
れ
た
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時
貼
に
始
ま
っ
た
。
李
鴻
一
章
に
劃
し
強
力
な
権
限
が
輿
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
謬
着
し
て
い
た
鍛
甲
艦
購
入
が
寅
現
を
み
た
。
し
か
し
、

李
鴻
一
章
の
財
政
基
盤
は
圏
内
調
達
を
基
本
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
計
霊
を
現
賓
の
も
の
に
す
る
に
は
飴
り
に
脆
弱
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
何
し
ろ
認
可
さ
れ
た
北
洋
海
防
経
費
が
規
定
額
通
り
迭
金
さ
れ
ず
、
李
鴻
章
の
提
示
し
た
改
善
策
も
何
ら
数
果
を
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た

だ
け
で
な
く
、
前
後
四
隻
の
鍛
甲
艦
購
入
を
目
指
し
た
計
霊
案
は
、
戸
部
の
部
分
的
合
意
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
結
局
購
入
で
き
た
鎖
甲
艦

が
二
隻
に
止
ま
り
、
李
鴻
一
章
の
計
霊
が
頓
挫
し
た
原
因
は
、
戸
部
が
財
政
支
援
に
同
意
し
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
言
っ
て
も
、
過
言
で
は
な

ぃ
。
李
鴻
-
章
に
委
譲
さ
れ
た
財
政
権
は
、
確
か
に
各
地
方
聞
の
水
卒
的
関
係
の
な
か
で
は
数
力
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
中
央
財
政
官
聴
た
る
戸

部
に
射
し
何
ら
影
響
力
を
行
使
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
李
鴻
-
章
一
の
権
勢
披
大
が
終
荒
し
た
の
は
、
清
併
戦
争
直
後
で
あ
っ
た
。
劉
併
戦
に
伴
う
軍
績
は
、
李
鴻
章
の
軍
事
力
を
一
一
層
強
化

し
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
戦
後
は
一
轄
し
て
軍
縮
が
断
行
さ
れ
、
李
鴻
章
に
輿
え
ら
れ
た
擢
限
も
縮
小
に
向
か
っ
た
。
善
後
策
と
し
て
清
国

海
軍
の
統
一
を
う
た
っ
た
海
軍
街
門
が
創
設
さ
れ
た
が
、
こ
の
海
軍
専
門
機
聞
は
、
李
鴻
章
か
ら
先
ず
北
洋
海
防
経
費
を
奪
い
、
績
い
て
財
政

833 
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権
や
意
思
決
定
権
も
手
中
に
し
て
い
っ
た
。
海
軍
衛
門
の
創
設
は
、
従
来
理
解
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
李
鴻
章
の
権
勢
を
抜
大
す
る
基
盤
と
な

っ
た
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
逆
に
、
そ
れ
を
抑
制
す
る
役
割
を
果
た
し
た
と
把
握
す
る
方
が
正
し
い
。
李
鴻
章
の
権
勢
は
、
清
併
戦
後
弱
瞳
化
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
戸
部
の
動
き
は
、
北
洋
艦
隊
の
建
設
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
興
え
た
。
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、
戸
部
は
、
李
鴻
章
の
目
指
し

た
鍛
甲
艦
の
追
加
購
入
へ
の
財
政
支
出
に
難
色
を
示
し
、
そ
の
計
輩
を
頓
挫
さ
せ
た
。
清
併
戦
争
期
に
お
け
る
軍
旗
に
要
す
る
財
政
支
出
に
は

雁
じ
た
が
、

戦
後
の
軍
縮
に
際
し
て
は
一
轄
し
て
強
硬
な
姿
勢
を
示
し
た
。
戦
後
の
善
後
策
の
目
玉
た
る
海
軍
街
門
の
創
設
を
好
機
と
と
ら

ぇ
、
李
鴻
章
か
ら
北
洋
海
防
経
費
を
剥
奪
す
る
と
と
も
に
、

清
朝
宮
廷
内
の
重
鎮
翁
同
鯨
を
向
書
に
頂
い
て
、
北
洋
海
防
経
費
に
関
す
る
部
駁

「節
流
」
を
柱
と
す
る
財
政
再
建
策
を

打
ち
出
し
、

海
防
支
出
を
め
ぐ

っ
て
李
鴻
章
と
封
立
が
生
じ
て
い
た
。

を
創
設
時
期
ま
で
遡
っ
て
行
っ
た
。
戸
部
は
郎
防
に
清
併
戦
争
の
最
中
、
各
一

一一
僚
か
ら
な
る
「
開
源
」

戸
部
に
よ
る
部
駁
も
、

砂
田
然
な
が
ら
李
鴻
章
の
反
論
を
ま
ね
い
た
の
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Z
甲

e

、‘、

中

九

カ

西
太
后
の
裁
可
は
李
鴻
章
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

--。
ふ
れ

註(
1
〉
こ
う
し
た
翻
熱
か
ら
の
代
表
的
著
書
と
し
て
、

F
rロ
ド
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凹
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阻
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が
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
一
九
七
0
年
代
末
以
来
洋
務
運
動
研
究
の
見
直
し
の
進
む
中
園
大

陸
で
は
、
先
ず
胡
潰
「
甲
午
戦
争
前
的
北
洋
海
軍
」
ハ
山
東
省
歴
史
皐

舎
編
『
甲
午
戦
争
九
十
周
年
紀
念
論
文
集
』
湾
魯
書
社
、
一
九
八
六
年
、

所
牧
〉
が
、
波
系
制
到
立
を
基
軸
に
し
た
論
述
を
最
も
鮮
明
に
打
ち
出
し

た
論
文
で
あ
る
。
こ
の
外
、
苑
書
義

『中
園
近
代
史
論
稿
』
河
北
敬
育

戸
部
に
よ
る
部
駁
を
、
通
じ
た
北
洋
海
防
経
費
へ
の
介
入
は
失
敗
に
終
わ
っ

出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
に
所
載
の
「
李
鴻
章
簿
建
北
洋
海
軍
述
略
」

(
原
裁
は
、
『
河
北
師
院
皐
報
』

一九
八
七
年
、
第

一・

二
期
)
を
は

じ
め
、
洋
務
運
動
研
究
と
し
て
書
か
れ
た
論
文
で
同
様
の
捉
え
方
を
す

る
も
の
は
、
枚
翠
に
い
と
ま
が
な
い
。
そ
し
て
ま
た

一九
八
0
年
代
末

以
来
、
海
洋
へ
と
眼
を
向
け
始
め
た
現
政
府
の
政
策
的
背
景
と
の
閥
速

を
窺
わ
せ
る
、
以
下
の
よ
う
な
専
門
的
概
読
書
に
お
い
て
も
、
依
然
踏

襲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
奥
傑
章
・
蘇
小
東
・
程
志
護
主
編
「
中
園

近
代
海
軍
史
』
解
放
軍
出
版
社
、
一
九
八
九
年
。
胡
立
人
・
王
振
華
主
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縞
『
中
園
近
代
海
軍
史
』
大
連
出
版
社
、
一
九
九
O
年
。
菱
鳴
『
龍
旗

頭
揚
的
経
隊

l
l中
園
近
代
海
軍
輿
衰
史
|
|
』
上
海
交
通
大
皐
出
版

社
、
一
九
九
一
年
。
但
し
、
海
軍
司
令
部
の
編
纂
に
よ
る
『
近
代
中
園

海
軍
』
(
海
潮
出
版
枇
、
一
九
九
四
年
)
は
、
圏
内
的
な
競
合
関
係
や

利
害
封
立
を
叙
述
す
る
こ
と
に
つ
い
て
極
め
て
消
極
的
で
あ
る
。

〈
2
〉
『
穆
宗
質
録
』
同
治
九
年
一

O
月
壬
子
〈
二

O
日
)
の
僚
。

ハ
3
〉
『
李
鴻
章
奏
稿
』
巻
一
七
。
同
治
九
年
一

O
月
二
六
日
。

〈
4
〉
『
穆
宗
貧
録
』
同
治
九
年
一
一
月
丙
辰
(
二
五
日
)
の
僚
。

(
5
〉
『
李
鴻
一
軍
奏
稿
』
巻
一
七
。
同
治
九
年
一
二
月
一
目
。

ハ
6
〉
「
裁
留
京
鈎
尾
敷
片
」
(
同
治
一

O
年
九
月
七
日
〉
『
李
鴻
章
奏
稿』

巻
一
八
、
頁
五
五
、
に
、
「
匡
己
於
去
冬
幕
摺
涯
陳
、
懇
請
裁
留
京
錦
、

旋
准
部
覆
許
以
不
拘
限
期
。
」
と
あ
る
。

(

7

)

『
李
鴻
章
奏
稿
』
巻
一
八
、
頁
五
五
。

(
8
〉
海
関
税
枚
入
を
め
ぐ
る
雨
者
の
摩
擦
は
、
ほ
ぼ
常
態
化
し
て
い
た
よ

う
で
、
例
え
ば
、
一
八
七
七
年
三
月
輪
船
招
一
商
局
が
ア
メ
リ
カ
旗
日
日
公

司
の
吸
枚
合
併
に
成
功
し
た
際
、
戸
部
は
こ
れ
を
税
牧
旗
大
の
好
機
と

捉
え
、
招
商
局
輸
船
税
を
四
封
六
に
分
け
る
に
先
立
ち
、
そ
の
二
割
分

を
戸
部
に
先
行
納
入
さ
せ
る
方
式
を
江
漢
闘
で
導
入
し
、
他
の
各
海
開

へ
も
逐
次
按
充
し
て
ゆ
く
よ
う
園
っ
た
。
し
か
し
津
海
閥
及
び
東
海
闘

の
四
成
洋
税
を
天
津
機
器
局
の
財
源
と
す
る
李
鴻
章
は
、
あ
く
ま
で
洋

税
の
方
式
を
踏
醐
捜
し
て
四
劉
六
割
に
分
け
る
べ
き
で
あ
る
と
反
論
し
た

(
「
四
成
税
留
充
機
局
経
費
片
」
『
李
鴻
章
奏
稿
』
巻
三
二
。
光
緒
四

年
七
月
二
日
〉
。
結
果
的
に
は
、
李
鴻
章
の
主
張
が
容
れ
ら
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
外
、
京
飼
の
留
保
を
求
め
る
李
鴻
章
の
上
奏
文
が
毎
年

繰
り
返
し
提
出
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

(
9
〉
『
畿
輔
通
志
』
(
光
絡
一

O
年
刊
〉
巻
九
三
、
頁
一
四

t
一七。

(
叩
〉
佐
々
木
揚
「
同
治
年
間
後
期
に
お
け
る
清
朝
洋
務
波
の
日
本
論
|
|

李
鴻
一軍
の
場
合
を
中
心
と
し
て
1
1
6」
『
東
洋
史
研
究
』
第
四
四
巻
第

三
鋭
、
一
九
八
五
年
、
に
詳
し
い
。

(
江
)
『
李
鴻
章
奏
稿
』
巻
二
四
、
頁
一
八
。
同
治
一
一
一
一
年
一
一
月
二
目
。

〈
ロ
〉
『
徳
宗
貫
録
』
光
緒
元
年
四
月
壬
辰
(
一
二
ハ
日
〉
の
係
。

〈
日
)
張
侠
・
楊
志
本
・
羅
謝
偉
・
王
蘇
波
・
張
利
民
合
編
『
清
末
海
軍
史

料
』
海
洋
出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
頁
六
一
五
J
六
一
七
。
な
お
、
美

鳴
「
北
洋
海
軍
経
費
新
探
」
『
新
江
翠
刊
』
一
九
八
六
年
第
五
期
〈
『
復

印
報
刊
資
料
』
一
九
八
六
年
第
一
二
期
に
再
録
〉
に
よ
る
と
、
光
緒
元

年
七
月
か
ら
、
海
防
経
費
の
南
北
分
離
が
貧
施
さ
れ
る
光
緒
三
年
七
月

ま
で
の
二
年
関
、
事
賃
上
全
額
が
北
洋
に
供
給
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

(
U
〉
岩
井
茂
樹
「
描
筏
園
家
財
政
に
お
け
る
中
央
と
地
方
|
|
酌
援
制
度

を
中
心
に
し
て
|
|
」

『東
洋
史
研
究
』
第
四
二
巻
第
二
抗
、
一
九
八

三
年
。

(
臼
)
『
徳
宗
貧
録
』
光
緒
五
年
五
月
庚
寅
(
一
七
日
〉
の
僚
。

ハ
日
〉
『
徳
祭
賞
録
』
光
絡
五
年
六
月
葵
丑
(
二
日
〉
の
僚
。

〈
ロ
〉
中
圏
第
一
槍
案
館
編
『
光
緒
朝
朱
批
奏
摺
』
中
華
書
局
、
一
九
九
五

年
、
第
三
三
輯
、
頁
一
七
一

l
一
九

O
。
王
先
謙
の
海
防
論
に
つ
い
て

は
、
前
掲
、
胡
立
人
・
王
振
華
主
編
『
中
園
近
代
海
軍
史
』
、
頁
三
五

四
J
三
五
五
。

〈
同
)
『
徳
宗
貫
録
』
及
び
『
光
緒
朝
東
筆
録
』
光
緒
五
年
九
月
庚
子
(
一
一
一

O
日
〉
の
候
。

〈
臼
)
『
李
鴻
章
奏
稿
』
袋
三
五
、
光
緒
五
年
一

O
月
二
八
日
。

(
却
〉
『
徳
宗
寅
録
』
光
緒
五
年
一

O
月
己
巳
(
二
九
日
)
の
燦
。
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(
幻
〉
『
徳
宗
貫
録
』
光
絡
五
年
一
一
月
壬
午
(
一
三
日
〉
の
係
。

(
幻
〉
『
李
鴻
章
奏
稿
』
巻
三
六
。
光
緒
六
年
二
月
一
九
日
。

〈
お
)
『
徳
宗
寅
録
』
光
絡
六
年
二
月
己
未
(
一
二
日
〉
の
係
。

(

M

)

南
北
洋
経
費
の
飲
解
問
題
に
つ
い
て
は
、
在
士
口
裂
「
清
季
南
北
洋
海

防
経
費
的
饗
措
」
(
中
華
文
化
復
興
運
動
推
行
委
員
舎
主
編
『
中
園
近

代
現
代
史
論
集
第
八
編
自
強
運
動
会
己
軍
事
』
蔓
湾
商
務
印
書

館
、
一
九
八
五
年
、
所
牧
)
を
参
照
。

(
お
〉
「
請
援
海
防
経
費
摺
」
『
李
鴻
一
軍
奏
稿
』
巻
三
六
、
光
緒
六
年
一
一
一
月

一日。

〈mm
〉
歓
解
の
深
刻
化
が
税
収
の
遠
心
的
な
抜
大
を
促
し
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
前
掲
、
萎
鳴
「
北
洋
海
軍
経
費
新
探
」
、
及
び
『
龍
旗
瓢
揚
的
艦

隊
|
|
中
園
近
代
海
軍
輿
衰
史
|
|
』
、
頁
一
一
一
。

(
幻
〉
「
諸
問
催
海
防
経
費
摺
」
『
李
鴻
章
奏
稿
』
巻
三
七
。
頁
四
八
。
光
緒

六
年
六
月
二
五
日
。

〈
却
〉
『
光
緒
朝
東
華
録
』
光
緒
六
年
六
月
美
亥
〈
二
七
日
〉
の
係
。

〈
却
〉
「
定
造
銭
甲
船
団
泊
」
『
李
鴻
一
軍
奏
稿
』
巻
一
一
一
七
。
光
緒
六
年
六
月
三

口同。

(

m

山
〉
『
徳
宗
貫
録
』
光
絡
六
年
六
月
辛
丑
(
五
日
〉
の
係
。

(
但
〉
「
安
籍
球
案
摺
」
『
李
鴻
章
奏
稿
』
巻
三
九
。
頁
四
(
光
緒
六
年
一

O
月
九
日
〉
に
、

臣
前
奏
明
南
北
洋
須
合
購
鍛
甲
船
四
鏡
、
其
敷
断
難
再
滅
。
所
有
請

援
准
商
掲
項
一
百
高
雨
、
僅
准
戸
部
議
援
四
十
高
、
不
敷
向
多
、
感

請
旨
筋
令
全
数
援
済
。

『
徳
宗
貫
録
』
光
緒
六
年
一

O
月
辛
亥
三
六
日
)
の
僚
に
、

叉
論
。
李
鴻
章
奏
、
購
買
鍛
甲
船
、
経
費
不
敷
、
議
終
准
商
掲
購
全

(

幻

)

数
援
済
、
等
語
。
著
戸
部
議
奏
。

(
お
〉
「
鍛
甲
鴛
款
分
別
綴
造
摺
」
『
李
鴻
章
奏
稿
』
品
位
四

O
。
頁
五
二
、

上
年
六
月
十
月
閥
、
准
戸
部
雨
次
議
覆
、
令
賂
准
畳
間
指
銀
四
十
蔦

雨
、
先
行
援
給
態
用
、
其
徐
訂
船
不
敷
之
数
、
倹
酌
定
船
償
、
臨
応
分

幾
次
勾
付
、
奏
報
到
日
再
行
酌
媛
、
総
期
無
謀
要
需
、
等
因
。
奉

旨
。
依
議
。
欽
此
。

(
担
〉
「
鍛
甲
簿
款
分
別
績
造
摺
」
『
李
鴻
章
奏
稿
』
品
位
四

O
。
光
絡
七
年

四
月
二
七
日
。

(
お
〉
『
徳
宗
貫
録
』
光
絡
七
年
三
月
甲
戊
(
一
二
日
)
の
係
。

(
お
)
「
績
造
鍛
甲
快
船
摺
」
『
李
鴻
草
奏
稿
」
各
四
六
。
光
絡
九
年
二
月

八
日
。

(
幻
)
肇
北
・
故
宮
博
物
院
所
蔵
『
軍
機
庭
楢
案
月
摺
捲
』
光
緒
一

O
年

六
月
上
節
、
頁
一
七
三
J
一
七
六
。

(
お
)
『
光
緒
朝
東
華
録
』
光
絡
一

O
年
六
月
辛
丑
〈
二
九
日
〉
の
候
。

(
却
〉
『
李
鴻
章
奏
稿
』
各
五
一
。
頁
一
。

(
m
w

〉
拙
稿
「
李
鴻
一
挙
と
清
併
戟
争
|
|
北
洋
艦
隊
の
波
遺
担
否
問
題
に
つ

い
て
の
再
検
討
|
|
」
『
中
園
|
|
祉
舎
と
文
化
』
第
二
抗
、
一
九

九
六
年
。

(
4
〉
「
裁
選
新
管
停
頓
部
鈎
摺
」
『
李
鴻
章
奏
稿
』
各
五
五
。
光
絡
二

年
一

O
月
一
一
一
目
。

(
必
〉
李
鴻
章
の
海
軍
街
門
宛
て
書
簡
に
お
い
て
、
「
此
項
掲
款
は
、
上
年
、

法
事
が
戒
巌
し
、
北
洋
は
防
務
を
簿
備
す
る
に
需
款
は
繁
鉦
な
る
も
、

各
省
の
輩
税
は
報
解
が
答
申
皆
な
る
に
因
り
、
奏
准
し
て
支
藤
局
に
援
担
問

し
、
以
て
各
省
関
の
短
解
す
る
の
数
に
抵
て
ん
と
し
:
:
:
」
〈
『
海
軍
函
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稿
』
巻
一
、
頁
一
八
〉
と
述
べ
て
い
る
。

(
必
)
「
援
設
牧
掲
購
器
摺
」
『
李
鴻
一章
奏
稿
』
巻
五
。
光
緒
一

O
年
七
月

一
四
日
。

(
H
H
)

「
光
緒
十
年
戸
部
議
定
海
防
報
掲
五
項
新
章
」
『
欽
定
戸
部
海
防
鄭

工
新
例
章
程
』
(
成
文
出
版
枇
印
行
)
頁
二
二

J
一一一八。

〈
必
)
『
光
緒
朝
東
華
録
』
光
緒
一

O
年
一
二
月
戊
寅
(
八
日
〉
の
候
。

(
必
〉
『
光
緒
朝
東
華
鍛
』
光
絡
一
一
年
八
月
葵
丑
(
二
七
日
)
の
候
。

(
U
〉
『
李
鴻
章
奏
稿
』
巻
五
五
。
頁
二
七
、
に
、

前
奉
怒
旨
。
各
省
管
勇
毎
年
裁
節
銀
二
三
十
首
阿
南
、
以
供
京
旗
各
管

加
鈎
練
兵
之
用
。
並
以
経
理
海
防
、
善
後
需
款
甚
E
、
鑑
時
飼
甚
難
。

等
因
。
欽
此
。
戸
部
来
春
、
亦
以
現
練
海
軍
須
賀
裁
管
担
注
。

(
必
)
「
各
軍
の
詩
部
鈎
」
『
李
鴻
草
奏
稿
』
巻
五
五
。
光
緒
二
年
九
月

五
日
。

(
必
)
「
海
防
掲
擬
難
鱒
部
片
」
『
李
鴻
章
奏
稿
』
品
位
五
五
。
光
緒

一
一
年

九
月
一
一
一
目
。

(
印
)
「
戸
部
奏
」
『
光
緒
靭
東
華
録
』
光
緒
一
一
年
九
月
丙
辰
(
一
二

日〉。

(
日
〉
『
李
鴻
章
奏
稿
』
品
位
五
五
。
光
緒
一
一
年
二

O
月
一
一
一
目
。

(
臼
〉
海
軍
街
門
に
つ
い
て
は
、
王
家
像

「
清
季
的
海
軍
街
門
」

『中
園
近

代
海
軍
史
論
集
』
文
史
哲
出
版
社
、

一
九
八
四
年
、
所
牧
(
原
裁
は
、

『
中
園
歴
史
皐
舎
集
刊
』
第
五
期
、
一
九
七
=
一
年
)
。

(
臼
)
戚
其
章
『
北
洋
艦
像
』
山
東
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
一
一
年
、
頁
二

=
一
。
王
京
仁
・
劉
銭
君
「
論
洋
務
汲
輿
建
海
軍
的
目
的
和
作
用
」

『武

漢
大
祭
皐
報
(
粧
品
閏
科
照
子
版
〉
』

一
九
八
六
年
第
三
期
、
の
ち
『
復
印

報
刊
資
料
・
中
園
近
代
史
』
一
九
八
六
年
第
七
期
、
等
。
な
お
、
海
軍

街
門
設
立
後
の
李
鴻
章
に
よ
る
海
軍
支
配
を
誇
大
観
す
る
の
は
誤
り
で

あ
る
と
反
論
す
る
の
は
、
徐
徹
「
論
洋
務
波
創
排
中
園
近
代
海
軍
的
動

機
」
『
遼
寧
大
皐
皐
報
』
一
九
八
三
年
第
六
期
。

〈U
A

〉
包
遜
影
『
中
園
海
軍
史
』
中
園
叢
書
編
審
委
員
舎
、
一
九
七

O
年、

頁
六
二
四
。
な
お
包
運
彰
の
引
用
し
た
史
料
は
、
『
海
軍
函
稿
』
巻
一
。

頁
二
の
次
の
箇
所
で
あ
る
。

頃
准
部
春
、
将
南
北
洋
海
防
経
費
奏
准
援
錦
海
軍
街
門
作
信
用
常
年
前

需
、
以
後
北
洋
用
項
自
腹
詩
由
鈎
署
激
期
照
援
交
、
菟
致
臨
時
製
肘

胎
謀
、
感
稿
用
謁
任
。

ハ
日
〉
蓋
北
・

故
宮
博
物
院
院
減
『
寧
機
慮
楢
案
月
摺
包
』
登
録
飽
銃

一

二
五
八

O
四
、
に
、

戸
部
容
。
議
覆
漸
海
閥
態
解
南
洋
海
防
経
費
、
准
自
第
九
十
三
結

起
、
暫
留
一
年
作
恒
刷
新
省
海
防
之
用
。
等
因
。
・
・
・

〈
日
)
華
北
・
故
宮
『
軍
機
庭
楢
案
月
摺
包
』
登
録
総
銃
一
九
五
五

O

。
、
一
二
七
一
一
一
、
一
二
八
三
九
八
。

(

閉

山

)

同

D
E
H
J
E
-
-ロ凹
o
f
o
u
-
n
w
-
L
-
E
N・
に
も
同
様
の
指
摘
が

あ
る
。

〈
間
山
〉
『
光
絡
朝
東
華
録
』
光
絡
一
一
一
一
年
四
月
丙
氏
ハ
二
九
日
〉
の
僚
に
、

欽
奉
慈
穂
端
佑
康
照
昭
強
妊
誠
皇
太
后
輸出旨
、
嗣
後
各
省
於
海
防
熔

需
購
買
器
械
援
用
経
費
等
項
、
均
著
先
期
杏
報
海
軍
街
門
別
酎
酌
安

善
、
再
行
緋
理
。

と
あ
り
、
西
太
后
が
議
旨
を
下
し
て
、
各
省
で
海
防
関
係
の
兵
器
購
入

と
資
金
運
用
を
お
こ
な
う
際
、
海
軍
街
門
に
先
ず
報
告
し
、
そ
の
審
査

を
経
る
よ
う
指
令
し
て
い
る
。
海
軍
街
門
は
、
海
防
に
関
す
る
意
思
決

定
権
に
つ
い
て
も
、
李
鴻
章
に
代
わ
っ
て
権
限
を
集
中
し
て
い
っ
た
よ
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838 

う
で
あ
る
ρ

(
印
〉
拙
稿
「
清
仰
戦
争
期
の
軍
事
費
調
達
策
に
つ
い
て
の

一
考
察
|
|
戸

部
の
『
開
源
』
『
節
流
』
策
と
李
鴻
章
の
議
覆
|
|
』
『
小
田
義
久
博

士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
集
』
、
一
九
九
五
年
。

(
印
)
戸
部
向
書
翁
同
鯨
に
つ
い
て
は
、
謝
俊
美
『
翁
同
解
停
』
(
中
華
書

局
、
一
九
九
四
年
〉
第
一
一
一
一
章
、
を
参
照
。
西
太
后
波
と
光
絡
帯
波
の

関
の
源
閥
封
立
に
つ
い
て
は
、
常
熱
市
人
民
政
府
・
中
園
史
皐
曾
合
編

『
甲
午
戦
争
奥
翁
同
鯨
』
(
中
園
人
民
出
版
社
、
一
九
九
五
年
)
に
所

牧
の
論
文
で
も
、
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。

(
侃
〉
部
駁
に
つ
い
て
は
、
谷
井
陽
子
「
清
代
則
例
省
例
考
」
『
東
方
皐
報

〈
京
都
)
』
第
六
七
加
、
一
九
九
五
年
、
頁
一
八
二
以
下
を
参
照
。

(
臼
〉
そ
の
他
、
兵
部
に
よ
る
部
駁
と
し
て
「
査
夜
部
駁
海
防
経
費
摺
」

(
『
李
鴻
章
奏
稿
』
巻
六
八
。
光
緒
一
六
年
五
月
三
日
)
が
あ
る
。
こ

れ
は
、
光
緒
九
、
一

O
年
並
び
に
一
一
、
一
一
一
雨
年
の
海
防
報
鈎
各
案

に
関
す
る
も
の
。

(
臼
)
『
李
鴻
章
奏
稿
』
各
五
七
。
頁
一
七
。

〈
臼
)
『
李
鴻
輩
奏
稿
』
巻
六
五
。
頁
七
、
に
、

臣
査
戸
部
核
稜
光
絡
元
年
至
六
年
洋
員
支
款
案
内
、
盤
稽
、
本
部
核

鈎
各
項
、
級
以
例
章
奏
案
信
用
窓
、
惟
北
洋
所
夜
各
節
亦
係
賃
在
情

形
、
以
前
用
過
各
款
、
憲
由
該
大
臣

(
H
H
李
鴻
章
〉
自
行
奏
明
務

理
、
嘗
終
元
年
至
六
年
並
七
八
年
商
年
北
洋
海
防
報
鈎
、
経
部
駁
、

査
各
款
逐
一
一
環
寅
登
復
奏
請
准
錦
、
均
奉
旨
、
著
照
所
請
。
戸
部
知

道
。
欽
選
。
在
案
。

註
(
臼
〉
と
同
じ
。

(
臼
)
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THE RELATIONSHIP BETWEEN LI HONGZHANG AND THE

　　

BOARD OF REVENUE： Ａ STUDY OF THE PROCESS OF

　　　　　　

CONSTRUCTION OF THE BEIYANG FLEET

HOSOMI Kazuhiro

　　

This articleis an examination of the process of the construction of the

Beiyang fleetin the late Qing period.　In this ｅχamination,I do not

attempt to focus on the competitive relations between coastal regions, a

subject already well argued. Rather, I focus on the perpendicular relati-

onship between the central government and the local government, paying

particular attention to financial relationship between Li Hongzhang 李鴻

章, the Beiyang minister and the Zhili Governor-General直隷總督, and

the Board of Revenue｡

　　

In this article,I also examine the question of whether or not Li

Hongzhang ｅχpanded his regional power at the time of the conclusion of

the Sino-French war.　ｌ conclude that the common perception that Li

Hongzhang gained ｅχelusivepositions just after the Sino-French war is not

correct.

　

At that time the control of the central government over the local

governments increased, and as ａ result Li's power was also reduced. Ｉ

conclude that the peak period of Li's power began in December, 1879, when

he was authorized to establishnaval forces by the central government, and

terminated in the middle of the 188O's.

－４


